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第 ９ 回 大  山 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第２日） 

平成２０年９月１０日（水曜日） 

                                         

議事日程 

                  平成２０年９月１０日 午前９時３０分 開議 

1．開議宣告  

1．議事日程の報告     

日程第  1  議案第 105 号  工事請負変更契約の締結について（名和中学校耐震補強及び大

規模改修工事）  

日程第  2  議案第 106 号 大山町巡回バスの運行に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第  3  議案第 107 号 平成 19 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  4  議案第 108 号 平成 19 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて         

日程第  5  議案第 109 号 平成 19 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

日程第  6  議案第 110 号  平成 19 年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  7  議案第 111 号  平成 19 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  8  議案第 112 号 平成 19 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  9  議案第 113 号 平成 19 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 10  議案第 114 号 平成 19 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 11  議案第 115 号 平成 19 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第 12 議案第 116 号  平成 19 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 13 議案第 117 号 平成 19 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 14  議案第 118 号 平成 19 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  
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日程第 15 議案第 119 号 平成 19 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第 16 議案第 120 号 平成 19 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第 17 議案第 121 号 平成 19 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 18 議案第 122 号 平成 19 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 19 議案第 123 号 平成 19 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 20 議案第 124 号 平成 19 年度大山町情報通信事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 21 議案第 125 号  平成 19 年度大山町水道事業会計決算の認定について  

日程第 22 議案第 126 号  平成 19 年度大山町索道事業会計決算の認定について  

日程第 23 特別委員会の設置及び付託  

日程第 24 特別委員会委員長及び副委員長の互選結果の報告  

日程第 25 議案第 127 号 平成 20 年度大山町一般会計補正予算（第 4 号） 

日程第 26 議案第 128 号  平成 20 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算  

（第 1 号） 

日程第 27 議案第 129 号  平成 20 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 28 議案第 130 号 平成 20 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算  

（第 2 号） 

日程第 29 議案第 131 号 平成 20 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 30 議案第 132 号 平成 20 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  

（第 2 号） 

日程第 31 議案第 133 号 平成 20 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 32 議案第 134 号 平成 20 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 33 議案第 135 号 平成 20 年度大山町索道事業会計補正予算（第 2 号） 

日程第 34 議案第 136 号 大山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例について 

日程第 35 議案第 137 号 御来屋漁港区域内における公有水面の埋立について  

                                        

本日の会議に付した事件  

1．開議宣告  

1．議事日程の報告     
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日程第  1  議案第 105 号  工事請負変更契約の締結について（名和中学校耐震補強及び大

規模改修工事）  

日程第  2  議案第 106 号 大山町巡回バスの運行に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第  3  議案第 107 号 平成 19 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  4  議案第 108 号 平成 19 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて         

日程第  5  議案第 109 号 平成 19 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

日程第  6  議案第 110 号  平成 19 年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  7  議案第 111 号  平成 19 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  8  議案第 112 号 平成 19 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  9  議案第 113 号 平成 19 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 10  議案第 114 号 平成 19 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 11  議案第 115 号 平成 19 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第 12 議案第 116 号  平成 19 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 13 議案第 117 号 平成 19 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 14  議案第 118 号 平成 19 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 15 議案第 119 号 平成 19 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第 16 議案第 120 号 平成 19 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第 17 議案第 121 号 平成 19 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 18 議案第 122 号 平成 19 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
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日程第 19 議案第 123 号 平成 19 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 20 議案第 124 号 平成 19 年度大山町情報通信事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第 21 議案第 125 号  平成 19 年度大山町水道事業会計決算の認定について  

日程第 22 議案第 126 号  平成 19 年度大山町索道事業会計決算の認定について  

日程第 23 特別委員会の設置及び付託  

日程第 24 特別委員会委員長及び副委員長の互選結果の報告  

日程第 25 議案第 127 号 平成 20 年度大山町一般会計補正予算（第 4 号） 

日程第 26 議案第 128 号  平成 20 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算  

（第 1 号） 

日程第 27 議案第 129 号  平成 20 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 28 議案第 130 号 平成 20 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算  

（第 2 号） 

日程第 29 議案第 131 号 平成 20 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 30 議案第 132 号 平成 20 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  

（第 2 号） 

日程第 31 議案第 133 号 平成 20 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 32 議案第 134 号 平成 20 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 33 議案第 135 号 平成 20 年度大山町索道事業会計補正予算（第 2 号） 

日程第 34 議案第 136 号 大山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例について 

日程第 35 議案第 137 号 御来屋漁港区域内における公有水面の埋立について  

                                         

出席議員（２０名） 

１番 近 藤 大 介        ２番 西 尾 寿 博 

３番 吉 原 美智恵        ４番 遠 藤 幸 子 

５番 敦 賀 亀 義        ６番 森 田 増 範 

７番 川 島 正 寿        ８番 岩 井 美保子  

９番 秋 田 美喜雄       １０番 尾 古 博 文  

１１番 諸 遊 壌 司       １２番 足 立 敏 雄  

１３番 小 原 力 三       １４番 岡 田   聰  

１６番 椎 木   学       １７番 野 口 俊 明            

１８番 沢 田 正 己       １９番 荒 松 廣 志        

２０番 西 山 富三郎       ２１番 鹿 島   功 
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欠席議員（なし） 

                                        

事務局出席職員職氏名 

局長 ……………… 諸 遊 雅 照    書記 …………………柏 尾 正 樹 

                                        

説明のため出席した者の職氏名  

町長 …………………山 口 隆 之       副町長…………………田 中 祥 二 

教育長 ………………山 田  晋           代表監査委員……… 椎 木 喜 久 男 

総務課長 ……………田 中   豊      企画情報課長 ……… 野 間 一 成 

住民生活課長……… 小 西 廣 子         税務課長  ……………中 田 豊 三 

建設課長 ……………押 村 彰 文          農林水産課長 ………池 本 義 親 

水道課長 ……………舩 田 晴 夫     福祉保健課長  ………戸 野 隆 弘 

人権推進課長  ……… 近 藤 照 秋         観光商工課長  ………小  谷  正  寿                 

大山振興課長  ……… 福 留 弘 明          診療所事務局長………斎  藤   淳 

地籍調査課長…………種   田  順  治       教育次長………………狩 野   実 

社会教育課長  ………小 西 正 記     学校教育課長…………西  田 恵 子 

幼児教育課長  ………高 木 佐奈江     農業委員会事務局長…高 見 晴  美 

────────────────・───・────────────────  

午前９時３０分 開会 

開議宣告 

○議長（鹿島 功君） みなさんおはようございます。９月定例２日目、ただいまより

始めたいと思います。ただいまの出席議員は２０人です。定足数に達しておりますの

で、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  

────────────────・───・────────────────  

日程第１  議案第１０５号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１、議案第１０５号  工事請負変更契約の締結につい

て（名和中学校耐震補強及び大規模改修工事）を議題といたします。この議案につい

ては、質疑・討論・採決まで行います。これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

○議員（９番 秋田美喜雄君）  議長、９番。 

○議長（鹿島 功君） ９番、秋田美喜雄君。  

○議員（９番 秋田美喜雄君） ４００万の工事請負契約の変更でございますけれど、

昨日の説明では、管理棟の方のあれだということでしたが、こういうことというのは、

だいたい分かっていても不思議じゃないのか、本当で工事にかかってみて悪くて変え
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なければならなくなったのか、もう少しその辺の最初からの検討というもの成されて

いいのではないのかなと思うわけですが、その辺いかがでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 教育長。 

○教育長（山田  晋君）  議長。ただいまのご質問には担当課長よりお答えさしてい

たします。 

○学校教育課長（西田恵子君） 議長、学校教育課長。  

○議長（鹿島 功君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（西田恵子君）  ただいまの質問に返答させていただきます。現在の

管理棟にある高架水槽は、昭和４８年竣工当時のものでございました。設計当初はそ

のまま使えるということで掛かりましたけれど、実際の施工にあたり、復旧に困難な

ほど錆付いていましたので、このたび設置するものであります。  

○議長（鹿島 功君） いいですか。他にありませんか。  

○議員（１７番 野口俊明君）  議長、１７番。 

○議長（鹿島 功君） １７番、野口俊明君。 

○議員（１７番  野口俊明君）  わたし質問しまいと思ったんですけれど、今の秋田

議員さんの質問の中で、もう少し他の説明もというあれがあったように思われるわけ

ですが、昨日の提案説明の中では、管理棟の屋上、それから配線換え火災報知機の体

育館の火災報知機ですね、こういうものについてということですが、これはいわゆる

今回のこれに付随する条件になるのかならないのか。何か体育館のあれっていうこと

になると、いわゆる目的外をこれの中に入れておるような感じがするわけですが、そ

こら辺についても町長の答弁聞かせて欲しいですけれど。教育委員長か、教育長。ち

ょっとそこら辺なんかおかしいような気がするわけですが、教えていただきたいと思

います。 

○議長（鹿島 功君） 教育長。 

○教育長（山田  晋君）  議長、教育長。ただいまのご質問について担当の次長より

答弁させます。  

○教育次長（狩野 実君） 議長、教育次長。  

○議長（鹿島 功君） 教育次長。 

○教育次長（狩野  実君）  そうしますと今のご質問にお答えいたします。先ほど課

長の方が答弁さしていただいたように、高架水槽につきましては、古くはなっていた

ものの継続してまだ使用可能だという判断で当初はおりましたが、実際に雨漏りの工

事に掛かかってみましたところ、非常にもう復旧が困難な状態だということがありま

したり、あるいはどうも雨漏りの原因が足場のあたりから起こっているということが

ありました。そういうことがありまして、本来当初の雨漏り等の改修につきましては、

予定はしていなかったわけですが、まあぎりぎりということで、必要最小限というこ
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とで抑えておりましたんで、予定はしておりませんでしたが、それも合わせて変える

必要が、まあ予定はしていなかったけれど出てきたということが高架水槽についてち

ょっと補足をさせていただきました。  

 それから火災報知機の件ですが、火災報知機の方は、点検業者からはずっと指導は

いただいていた部分もあったわけですが、このたびいよいよ空気管というのが切れて

いる状態っていうことがありまして、別途工事を予定をして修繕の予定をしておりま

したけども、いろいろ検討していく中で、別途予算化をしなくてもこの補助事業の中

でやることが可能だということが分かりましたので、それであれば町費、満額町費で

ということではなくて、この際それに入れ込んだ形でやった方が補助事業に乗せれる

ということがありまして、急遽、本来の耐震自体のものとは違いますけども、合わせ

てさせていただいたらということでこの度上程さしていただいたところです。以上で

す。  

〔「はい、終わります。」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 他にありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

０５号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１０５号は原案のとおり可

決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第２ 議案第１０６号 

○議長（鹿島  功君）  日程第２、議案第１０６号  大山町巡回バスの運行に関する

条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第３ 議案第１０７号 

○議長（鹿島  功君）  日程第３、議案第１０７号  平成１９年度大山町一般会計歳

入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

まず、歳入の第５款町税８ページから９ページまでの質疑を受けます。  
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○議員（２０番 西山富三郎君）  議長、２０番。 

○議長（鹿島 功君） ２０番、西山富三郎君。  

○議員（２０番  西山富三郎君）  歳入について総論的に１点お尋ねをいたします。

対人サービスを担う地方に、歳入の自治、歳入の自治を与えなければならないという

世論があります。この歳入の自治がどの程度担保され、また当町はどのような努力を

したのか、これ１点伺います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。西山議員さんのご質問には担当課長から答弁させてい

ただきます。  

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君）  ただいまの西山議員のご質問にお答えいたします。歳入

につきましては、町の一般会計の歳入の多くを占めます、ウエートを占めます、普通

交付税、それから依存財源であります譲与税と、これにつきましては、現在大山町が

抱えております財産によって配分されるものであります。自主財源であります税、そ

れから使用料、手数料につきましては、税につきましては、法律の定めによって、入

るものであります。町の条例等で、確保できるものは、手数料なり使用料ということ

でありますが、手数料、それから使用料につきましては、町民の理解を得ながら定め

ておるものであります。財源が不足するからといいましてこういった町民の負担にか

かる部分を不足する額だけとるというようなことはなかなか考えづらいことでありま

すので、町の歳出をみながら、また地方債、負担を均等化するという意味で、地方債

などの活用によりまして、毎年の財源を確保しているのが現実であります。担保とい

うようなこともございますけれど、やはり町民の理解を得られる範囲での財源確保と

いうようなことになろうかなと考えています。回答になってるかどうか分かりません

けれど、以上でと答弁に変えさせていただきます。   

○議長（鹿島 功君） はい、いいですか。次、……  

○議員（近藤大介君） ああ、議長。 

○議長（鹿島 功君） １番、近藤大介君。       

○議員（近藤大介君） 歳入につきまして、１点質問させていただきます。  

以前の定例会でも若干ふれましたけども、昨年度末、行財政改革の大綱の中でしめ

された財政推計の中でですね、町の財政が非常に危ういという話しがありまして、平

成２２年には、町の基金がそこをつくのではないかという推測もその時は出ました。

今年度平成１９年度のですね歳入を見ますと、町の収入の相当部分を占めます交付税、

これが約３億５，０００万ほど当初予算に比べて決算額としては増えております。そ

の結果ということもあるんでしょうが、心配していた基金がどんどん減っていくんじ

ゃないかということについても、差し引きで平成１９年度、２億６，０００万ほど町
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の基金が増える結果にどうもなっております。まあ国の地方財政上の施策に非常に大

きく市町村の財政も左右されるわけですけれど、今現在の大雑把な見通しで結構です。

今後の財政推計といいますか、推計とまでとは言いませんけれど、財政上の見通しで

すね、交付税の行方ですとか、そういったものについて分かる範囲で結構ですのでお

答え願います。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。近藤議員さんのご質問には担当課長から答弁させてい

ただきます。  

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君）  ただいまの近藤議員さんのご質問にお答えしたいと思い

ます。近い将来に向けての推計ということでありますけれども、１９年度決算の普通

交付税の増ということがありましたけれども、１９年度当初説明、答弁さしていただ

いたと思いますけれども、予算を組む段階には想定しておりませんでした「頑張る地

方プログラム」というもので需要額、本町におきましては約１億６，７００万という

ものが急浮上いたしまして、その結果決算として、普通交付税が当初予算よりかなり

伸びたということもございます。  

また２０年度におきましては、今回の補正予算ではまだ計上しておりませんけれど、

新たにまた「地方再生対策」というようなものが、また内閣によって国の方から決定

を受けましてこれは１億６，５００万ですかね、そういったものが新たに財源として

本町の方にもやってくるという経過がございます。ただ、来年以降どうなるのかとい

うことが、以前のように恒常的な措置がありませんので、わたしとしては極力歳出を

抑えながら健全な財政運営に努めていきたいなと考えております。来年を推計するこ

とが、今でも困難な状況であります。以上であります。  

〔「はい、了解」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島  功君）  次、第１０款地方譲与税９ページから、第４０款交通安全対

策特別交付金１０ページまで質疑ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（鹿島 功君） 次、第４５款分担金及び負担金１０ページから第 55 款国庫支

出金１８ページまで質疑ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（鹿島  功君）  次、第６０款県支出金１８ページから２３ページまで質疑あ

りませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（鹿島  功君）  次、第６５款財産収入２３ページから第８５款諸収入２８ペ

ージまで質疑ありませんか。  
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〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（鹿島 功君） 第９０款町債２８ページから３０ページまで。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（鹿島  功君）  歳出に移ります。最初に、第１０款総務費３３ページから、

５８ページまで質疑ありませんか。  

○議員（２番 西尾寿博君）  議長、２番。 

○議長（鹿島 功君） ２番 西尾寿博君。 

○議員（２番  西尾寿博君）  先ほど同僚議員が言われました似たようなことですけ

れども、わたし３月の定例会の時にですね、予算、決めたときですが、一般質問で財

政推計がちゃんとできておるかと。制度の高い財政推計ができてますかと質問いたし

ましたところ、早速この実施計画による基本計画実施計画を作り直すというような答

弁でございました。まあ先ほど聞いたところ、難しい先行き税が変わったというよう

なこともありますが、しかしながら数字はちゃんとクリアしてるというような連結実

施赤字比率だとか、まあ新しいものもありますけ、比べるということもできない数字

もありますが、その計画あるいはこの刻々と変わるものがですね、制度の高いものが

できたのかどうか。これ企画だと思ったんですけれども、総務の方の関係もあるかも

しれません。わたし総務常任委員会におりますけれども、その辺を考慮いただいて、

答弁していただきたいなと思っています。  

それともう一つですね、巡回バスのことですが、巡回バス、県が撤退したというこ

ともありまして、ずいぶんと負担が増えております。この負担を見るとですね、以前

よりも１，０００万近く増えているんかな。それと巡回バス以外に公共バスの負担が

町分で１，５００万、あ、公共バスでない、巡回バスですね、巡回バスが１，５００

万。これを利用した方がですね、1 万５，０００人。ということは一人あたま、ざっと

ですが、１，０００円掛かっております。これ乗り合いに変えてですね、タクシーで

もやると３人乗れば３，０００円です。そのようないろんな工作というか、やり方、

他県でやっているところもありますし、これまたもっと増えるような可能性もあると

思うんですよね。これ今巡回バス以外に、路線バスが２，７００万ほど掛かっている

と思います。このような絡みをね、うまいことやると何とかなるんじゃないかと思っ

てみたりしますけども、その辺まあ財政推計と合わせて答弁願いたいなと思います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

〔「何ページのどこに関係するか」と呼ぶものあり〕  

○議員（２番  西尾寿博君）  えーと、これでいきますと、決算審査でいきますと３

３ページ、こちらでいきますと４７ページです。  

○議長（鹿島  功君）  後の質問者にも注意しておきますけれども、ページ数等具体

的に言っていただきますように。町長。  
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○町長（山口隆之君）  議長。西尾議員さんの質問にはそれぞれ担当課長から答弁さ

せていただきます。  

○企画情報課長（野間一成君） 議長、企画情報課長。  

○議長（鹿島 功君） 企画情報課長。 

○企画情報課長（野間一成君） 西尾議員さんのご質問にお答えさせていただきます。

ご質問にありました総合計画の実施計画の話でございますが、現在取りまとめをして

おります最中でございまして２１年度の予算には反映ができるものと思いますし、そ

れ以降の計画を把握しておる最中でございます。  

それからバスの関係がございましたが、バスの関係につきましては、現在それぞれ

巡回バスなり路線バスなりで対応しているところでございますが、全体的な公共交通

にあり方等については、これから十分研究していきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。財政推計については、総務課長の方からお願いします。  

○総務課長（田中 豊君） 議長。 

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君）  西尾議員さんのご質問にお答えしたいと思います。財政

推計につきましては、先ほど近藤議員さんの質問にもお答えしましたけれども、特に

今企画の方で見直しをしています実施計画、これに基づいたもので、要は町の歳出の

方がどの程度年度ごとに出てくるのかということで、それ以降でないと推計といいま

すか、そういうものは出せないと考えていますのでよろしくお願いします。  

○議長（鹿島 功君） 他にありませんか。  

○議員（３番 吉原美智恵君）  議長、３番。 

○議長（鹿島 功君）３番、吉原美智恵君。  

○議員（３番  吉原美智恵君）  ページ数で言いますと、３３ページ、２点質問させ

ていただきます。  

 １番目ですけれども、防災会議委員報酬９４０万出ておりますけれども、この防災

会議の内容とあと構成メンバーは固有名詞はいいですので、教えてください。あ、２

点です。それからもう一つ、あ、失礼しました。９，４００円、ともあれ防災会議の

内容と構成メンバーを教えてください。  

それから４１ページ、決算審査資料でいいますと、２９ページになります。住民自

治組織の育成支援事業で南部町、日南町、日吉津村などの先進地を調査するとともに、

各部落にアンケート調査を行い、問題点を調査したとあります。そのアンケート結果

に基づいたその問題点と、それから実態把握ができたとありますが、どのような実態

把握ができたのでしょうか、教えてください。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。吉原議員さんの質問にはそれぞれ担当課長から答弁さ



 61 

せていただきます。  

○議長（鹿島 功君） 議長。 

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君）  １点目の防災会議の関係でございますが、委員としまし

ては約１０名程度でございますが、内部委員、それから外部から消防関係とか、それ

から県の関係の方に委嘱いたしまして、ここに出ています報酬につきましては、公務

員以外といいますか、本来報酬とか給与をもらわれていない方ということで２名分の

内容です。で、会議の内容は、昨年作りました地域防災計画の諮問をいたしまして、

それについて修正を加えたり、そうしたことをしていただきまして、県の方に町の地

域防災計画を提出して県の承認を得たということでございます。以上です。  

○企画情報課長（野間一成君） 議長、企画情報課長。  

○議長（鹿島 功君） 企画情報課長。 

○企画情報課長（野間一成君）  吉原議員さんのご質問の地域自治組織の関係でござ

いますが、視察に参りましたところは既に取り組んでおられますところでして、それ

ぞれの取り組みの様子を調査をして帰りました。アンケートにつきましては、昨年行

なったものでございまして、それぞれ集落によりましては、「役員のなりてがなくなっ

た」ですとか、「高齢者が増えていろいろ行事がやりにくくなった」というふうなこと

がございました。それから自治組織についての認識はということでも伺っております

が、これについては「言葉は知っているけれども、具体的にどういうことをするのか、

っていうようなことがまだよう分からん」というふうな回答をいただきましておると

ころでございます。以上でございます。  

○議員（３番 吉原美智恵君）  議長、３番。 

○議長（鹿島 功君） 吉原美智恵君。 

○議員（３番  吉原美智恵君）  今のお答えで問題点とか実態把握ができたわけです

けれども、この問題は急がれると思います。それで全員協議会でもお聞きしましたけ

れど、区長さんが、毎年変わるとかそういう問題もありますし、そういうことを踏ま

えてこれからどのように、まず今年度取り組まれるのでしょうか、具体的にお願いい

たします。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。それでは今後の取り組み状況につきまして、今考えて

いる部分担当課長から答弁させていただきます。  

○企画情報課長（野間一成君） 議長。 

○議長（鹿島 功君） 企画情報課長。 

○企画情報課長（野間一成君）  お答えさせていただきます。先日の全員協議会でも

お話を申し上げましたが、今年度の取り組みといたしましては、近いうちに旧校区の
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区長会長さん、１０人の皆さんにお集まりいただきまして、この集落なり町なりを取

り巻く情勢なり、国県の行政の流れの状況なりを説明申し上げる、それから合わせて

今後５年１０年先を見据えたまちづくり集落づくりのためにどういったことをしてい

かないけんのかという話を説明をして、でご理解をいただきたい。で、それが旧校区

単位でまた説明をせないけんことでしたり、集落に出向いて説明をせないけんことだ

ったりっていうのはあるんでしょうけども、それは今後そういうことについて対応し

ていきたいというふうに思ってるところでして、取りあえずは区長会長さん方にまず

１回お話をして、それから毎年交代の区長さんではなくて、何年かこの問題について

検討していただく人材の方をそれぞれ推薦をしていただいて、そういった方々と一緒

に考えていきたいというふうに思っております。以上でございます。  

○議員（８番 岩井美保子君）  議長、８番。 

○議長（鹿島 功君） その前に、３番いいですか。  

○議員（３番 吉原美智恵君）  了解。 

○議長（鹿島 功君） はい、岩井美保子君。  

○議員（８番  岩井美保子君）  はい、ページ数でいきますと４０ページから４２ペ

ージまでですが、大山恵みの里プロジェクトということで１，６００万ほど１９年度

に費用が出ております。これの費用効果はいかがだったでしょうか。  

 それと２０年度に向けてどのような計画をしておられるのかお聞きいたします。   

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。岩井議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○大山振興課長（福留弘明君） 議長、大山振興課長。 

○議長（鹿島 功君） 大山振興課長。 

○大山振興課長（福留弘明君）  ただいまのご質問にお答えをさえていただきます。

大山恵みの里づくり推進事業ということで１９年度もさまざまな事業に取り組んで  

おります。その主なものは、具体的に事業を推進するための基礎固めが１９年度の事  

業であったと認識をしております。例えば大山町のブランドの商標登録でありますと  

か、あるいはブランドイメージについて検討を重ねるとか、あと各種イベント等で大  

山町の産品をＰＲしていくとか、そういった取り組みが中心であったということであ  

りまして、この１９年度に行ないました各種施策を２０年度、そして２１年度に向け 

て繋げていく性格のものであったというふうに思っております。  

従いまして、お尋ねの費用対効果ということでございますけれども、この費用対効 

果をプラスの方に表していきますのは、次のご質問にございます２０年度以降の取り

組み如何に掛かってくるものと考えております。  

そこで２０年度の計画はということでございますけれども、今年度はさらにそれを
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具体化いたしまして、実際に拠点となります施設の建設ですとか、どういうんでしょ

うか、いわゆる商社機能を持たせたような組織づくりを進めておりまして、大山町の

品物等を広く市場の方にこれまで紹介できなかった産品を広く紹介していく、そうい

ったような具体的な活動に今年度は取り組んでおるところでございます。更に来年度

はそれの輪をもっと大きくしていきまして、この大山恵みの里づくり事業全体が大き

な効果をもたらすものとして進めていきたいなというふうに考えているところでござ

います。 

○議員（８番 岩井美保子君）  議長、８番。 

○議長（鹿島 功君） 岩井美保子君。 

○議員（８番  岩井美保子君）  ただいま施設ということを伺ったわけですけれど、

交流館のことでしょうか。交流拠点のことですか。はい、承知いたしました。 

〔「いいですか。」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 次、他にありませんか。  

○議員（１３番 小原力三君）  議長。 

○議長（鹿島 功君） １３番、小原力三君。 

○議員（１３番  小原力三君）  えーとですね、３４ページの１番下の方でございま

すけども、防災無線の運用ということでございますけれど、防災無線の周知がちょっ

と最近おかしいんじゃないかというふうに思われます。と、言いますのは、火災の時

に防災無線が流れますけども、何か消防署の方からはっきりした場所と火災に対する

自動車なのか家なのか、どこの部落なのか地域なのか、もっとはっきりとね周知して

もらわんと混乱に混乱を招くようなことが多々あるんじゃないかなというふうに思わ

れます。それからですね、最近ですけれど、夏場だったと思いますけども、福尾のと

ころ上のその近辺で停電があったらしいです。その中で２時間も、あの暑い中２時間

も停電して防災無線が機能していなかった。中電からそういう連絡もなかったのかあ

ったのか、もう少しきちんとした放送をしていただきたいなというふうに思うわけで

すが、いかがなものでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。小原議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○総務課長（田中 豊君） 議長。  

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君） ただいまのご質問に答弁させていただきたいと思います。

まず周知がおかしいのではないかということでございますが、これは合併に関わる  

ことでもあろうかと思います。特に消防署の方からは、大字何番地というような連絡  

が入るわけでありますが、まあ職員もまだ３年ということで大字でどこの集落がその
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大字の範囲に入るのかという部分をなかなか把握しきれない、というのが現状でござ

います。 

また火災の内容についてですが、特に消防の担当部局として注意しておりますのは、

住民に早く知らせるということではなくて、まず消防団に連絡は先にするわけですけ

れども、特に宅地等になりますと、家なんかになりますと、野次馬っというようなこ

とも考えられますので、町民に周知するのは、消防団が活動に入ってからというよう

な格好での周知の仕方になってこようかと思っとりますし、そういう面でどういいま

すか、明確な周知ができていないという部分も多少あろうかなと思っております。そ

れと草火災等につきましては、事前に広域消防の方は出動はいたしますけれども、町

の消防団の方につきましては、できるだけ職員で現地を確認してから消防団を出すか

どうかという判断をとるようにしておるところであります。それは、経費節減という

意味が大きいですけれど、そういうこともやっております。広域だけで対応できると

いう判断があれば町の消防団は出さないというようなこともあろうかと思っています。   

また防災無線の放送に不慣れという、毎日それに携わった職員がやるわけでありま

せんので、そういった部分で不慣れな部分もあろうかと思います。まあこれにつきま

しては、日直等につきましては、事前に使い方について、扱い方について日直にあた

らしておるわけですが、その辺の不慣れな面はこれから慣れていけば対応は可能かな

と思っております。 

それと２時間ほど停電があった時の状況であります。これにつきましては、夜だっ

たと思います。停電のほうが入ったのは、民家からでありましたけれども、町として

も状況からなかなか中電さんから入らない。中電さんに後で確認したわけですが、中

電も停電が発生した後、連絡体制が整うのは３０分掛かるということでして、更に原

因を追及するには、また時間が掛かるということで、中電さんが最終的に停電の原因

がへびだったということを確認されたのが、２時間近く掛かったということでありま

す。で、町として対応しましたのは、その原因は分からないし、どの程度停電するか

ということも言えない。そういう状況ではなかなか無責任な放送はできないというこ

とでしばらく放送は待って、電話の対応だけをしたということであります。これが良

かったどうかという判断はなかなか難しいところでありますが、後日中電さんと打ち

合わせをさしていただきまして、長い停電につきましては、防災無線できちっと停電

を周知すると、どの範囲で停電をしているのかという、周知をするということでお互

いに確認をいたしましたので、今後はそういったトラブルはないのかなと思っている

ところであります。以上です。  

○議長（鹿島 功君） いいですか。次、他にありませんか。  

○議員（１番 近藤大介君）  議長、１番。 

○議長（鹿島 功君） １番、近藤大介君。  



 65 

○議員（１番  近藤大介君）  決算審査資料の方でいかせていただきます。決算審査

資料の２９ページ、企画費の中の大山ファンクラブ事業についてお尋ねをいたします。  

この事業のですね、主旨といいますか、目的を簡単にちょっと改めてご説明いただ

きたいのが１点。よろしいでしょうかね。それからそれに関わることなんですけれど

も、先だって大阪でありました交流会事業にわたしも出席させていただきましたが、

まあ大山町ご出身の方を対象にしての交流会でございますが、旧中山町あるいは旧名

和町が先行してこういった事業をしておりましたが、旧大山町ではそういった取り組

みがなかったためにですね、会員数が非常に少ないというふうに聞いております。ま

あ合併して４年目になるわけで会員の数をもっと増やす必要があるのではないかなと、

努力してもらわなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですが、どうも調べたら去

年も同僚議員が同じ質問をしておりまして、その時には広報などを通じて呼びかけ会

員増を図っていくというご答弁でありましたが、結果として余り増えていないという

ことであります。特に旧大山あるいはそれ以外にも大山町全体として会員を募ってい

く方策等についてどのように努力されたのかということでご答弁をお願いします。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。近藤議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○議長（鹿島  功君） 企画情報課長。 

○企画情報課長（野間一成君） 近藤議員さんのご質問にお答えさせていただきます。  

ファンクラブの主旨・目的でございますが、これは大山町出身の方および大山町を

愛していただく方との交流を図り、大山町の情報を提供して広く大山町をＰＲし、合

わせて応援していただく皆さんから情報を提供していただくということでまちの活性

化をはかるというものでございます。ただご指摘がございましたように、会員の方が

なかなか増えておりません。従来お話がありましたように、旧町でやっておったとき

の人数に比べましても、減ってきております。取り組みが十分にできておらんという

か不足している部分があるかと思いますが、今後とも呼びかけをしていく。また新し

い中身といいますか、ファンクラブのあり方についてもいろいろ勉強してみたいと思

っておるところでございます。以上でございます。  

○議員（１番 近藤大介君）  議長。 

○議長（鹿島 功君） 近藤大介君。 

○議員（１番  近藤大介君）  まあ、事業の意味合いとしてはですね、改めて確認さ

せていただきましたけども、大山町から町外、県外に転居されておられる方からの情

報提供をいただく、こちらから情報発信していただく、県外に広くアンテナを張って

どんどん大山町をＰＲしていこうということではないかと、そういうことだと思うん

ですけれども、そういう意味で非常に意味のある事業だと思います。で、問題はどう
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やってその会員数を増やしていくかというところでして、まあ多分町報でご紹介くだ

さいでは、それってなかなか増えないんじゃないかなと思うわけで、たとえば少し足

を使って調べていただければ、４、５年に１回定期的に同期生会をやっておられるグ

ループが必ずあって全部とは言いませんけども、ある程度そういった町内のおられる

幹事の方も集約できると思うんですよね。そういった方を通じて同窓会の案内を出さ

れる際に、あるいは町が切手代くらい出すから一緒にＰＲのファンクラブの案内も同

期生会の案内として送らせて欲しいとか、そういった多少足を使う、手間暇をかける

ような必要もあるんじゃないかと思いますけども、その辺りご検討はいかがでしょう

か。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。それでは再質問にはわたしの方から答弁させていただ

きますが、おっしゃるとおりでございまして、そういった取り組みをしておるところ

であります。ただまあ今個人情報非常に難しい、厳しい状況の中でありますので、な

かなか名簿というのを勝手に使えないというところの中で、まあ実はその把握に苦慮

している部分もございます。ご覧になった方、あるいはお手持ちになっておる方も在

ると思いますが、先月か先々月の広報の中に実は折込みをいたしました。そして郵送

料はこちらで持ちますからということで大山町の今のファンクラブの主旨をご説明申

し上げ、そして県外にあるいは町外にお住まいの方でファンクラブのお誘いをしても

よろしいという方がありましたら、どうぞご紹介くださいということを全家庭に広報

を通して配布をいたしております。その中で何通か帰ってきてご紹介いただいてます

ので、そういったご紹介いただいた方に対してこのファンクラブの方の入会の申し込

みをこちらから送らせていただくという取り組みを実際にもうやっております。  

さらに先般の大阪の分では、ご一緒でしたからお分かりのようですけれど、中山の

中学校の同窓会が組織をしておられますので、そいった方からの申し出もございまし

て、中山中学校同窓会の副会長さんにもご参加をいただきました。こういったような

ことの中でおっしゃるように、同窓会名簿とかあるいは同窓会を通してご紹介いただ

ければ輪が広がっていくんではないかなというふうに思っております。まあいずれに

しても、わたしどもの方からやみくもにいろんな通知を出すわけにはなりませんので、

できるだけ多くの皆さんにこの主旨をいただいて町民の皆さんに情報提供を、町の方

にいただくということの中でお誘いをしていきたいなというふうに思っておりますの

で、まずは大山に関心を寄せていただいている町外の方の情報を町の方にしっかりと

皆さん方からもお届けをいただきたいというふうに思うしだいでございます。以上で

あります。 

〔「はい、了解」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島  功君）  他にありませんか。次に進みます。第１５款民生費５８ペー
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ジから８０ページまで質疑ありませんか。  

○議員（４番 遠藤幸子君）  議長、４番。 

○議長（鹿島 功君） ４番、遠藤幸子君。  

○議員（４番  遠藤幸子君）  ６０ページ、すみません、７２ページでした。すみま

せん。７２ページとそれから決算審査資料の方は、１２９ページの方に出てます放課

後児童クラブのことでお尋ねしたいんですが、児童クラブっていうのは、４つ名前が

出ております。これに関わる指導員の方の数教えていただきたいと思いますし、それ

とどんな内容で活動しているかということもちょっとお聞かせください。  

○議長（鹿島 功君） 教育長。 

○教育長（山田  晋君）  議長、教育長。ただいまのご質問担当課長よりお答えさせ

ていただきます。  

○幼児教育課長（高木佐奈江君） 議長、幼児教育課長。  

○議長（鹿島 功君） 幼児教育課長。 

○幼児教育課長（高木佐奈江君）  ただいまの遠藤議員さんのご質問にお答えいたし

ます。放課後児童クラブの指導員の数をまずお答えいたします。中山地区２名、名和

っ子クラブ２名、ここには、放課後児童クラブからの指導員は２名でございますが、

ふれあい会館の職員にも協力していただいておりますので、実質４名ということです。

それから大山１名、大山西３名、以上でございます。  

 内容はどういうことをやっているかということでございましたけれども、放課後、

家に帰りましても家の方が勤務等で留守という家の子どもさんを見ているわけですが、

家庭と同じで、児童クラブへは子どもたちは「ただいま」と言って帰ってまいります。

帰ってくると「お帰り」ということで指導員が迎えまして、家庭と同じような状況で

子どもたちは宿題をしましたり一緒に外で遊びましたり、そういう遊びの中で子ども

たちの健全な育成を図っている、そういう状況であります。以上です。  

○議員（４番 遠藤幸子君）  議長。４番。 

○議長（鹿島 功君） 遠藤幸子君。 

○議員（４番  遠藤幸子君）  今、指導員の方の数を聞いたところで１２名で２人指

導員、４名で１人指導員。かなり数にばらつきがあるんですけども、なんでこんなこ

とを言うかって言いますと、ちょっと内容をここに参加してらっしゃる方に聞いた時

にかなり外で遊ぶ時に規制がある、危ないからこれしたらいけない、あれしたらいけ

ない、子どもたちっていうのは、遊ぶ時はやっぱり危ないから止めろっていうのは、

家庭でもそこまで言わないんじゃないかなと思うようなことも聞きましたし、それか

ら割合一つのところに集めて何かをすることが多いっていうことも聞きましたし、そ

ういうことっていうのは知っておられるのかどうか、と人数が少ないんならもう少し

増やすことはできないものか、そこのところお願いします。  
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○議長（鹿島 功君） 教育長。 

○教育長（山田 晋君） 議長、同じく担当課長よりお答えさせます。  

○幼児教育課長（高木佐奈江君） 議長、幼児教育課長。  

○議長（鹿島 功君） 幼児教育課長。 

○幼児教育課長（高木佐奈江君）  ただいまのご質問にお答えいたします。危ないか

らということで規制をかけているのではないかということでございますが、指導員は、

っといいますか、子どもは全員が同じ行動をやるというわけではありませんで、外で

遊びたい子どもさんもいれば中で本を読んでいたい。それから廊下の辺で一人ぽつっ

といたいという、いろんな子どもさんがおられるわけでして、そこにはそれぞれ指導

員が目の届く範囲というか、そういうことでいないといろいろありますので、少しは

規制をかけるとは思います。家庭でもやっぱり危ないことは危ないよというふうに言

われると思いますので、指導員もそういうことで同じように「危ないことは危ないよ、

でもね、気をつけてやってもいいよ」ということは言ってると思いますし、実態把握

はしております。職員を増員をできないかということでありましたが、現状でほぼ満

たしていると思っておりますので、以上です。  

○議員（４番 遠藤幸子君）  了解しました。  

○議長（鹿島 功君） 他にありませんか。  

○議員（１４番 岡田 聰君） 議長、１４番。  

○議長（鹿島 功君） １４番、岡田 聰君。 

○議員（１４番  岡田  聰君）  予算書の８２ページ公費の件ですが、えっ、失礼し

ました。次で。  

○議員（１番 近藤大介君）  議長、１番。 

○議長（鹿島 功君） １番、近藤大介君。  

○議員（１番  近藤大介君）  ちょっと項目が多岐に亘るんですけれども、まず人権

推進課の関係でですね、これも決算審査資料でいかせていただきます。５４ページに

なります。５４ページの同和対策費の中でなんですけれども、地区活動費ということ

で、町内にあります同和地区３地区に対しての補助金が約５００万ほど支出してあり

ます。で、これにつきましてだいたいそれぞれ３地区でですね、どのような事業でこ

の補助金を生かして活動をしておられるのか、ということがまず１点。  

 それから他の自治体ではこういった補助金の中に不適切な支出があるということで

問題になった自治体がいくつかございます。大山町ではそういったことが無かったか、

町の方でしっかり監査がしてあったのかどうか、してあるかどうかということが２点

目。それと５００万ほど支出がしてございます。どういったような効果をもたらせて

いるのかということのご説明をいただきたいと思います。  

 それから同じく５４ページの同和対策施設費の中の生活相談員設置、その相談事業
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のことであります。これも町内にあります３つの同和地区で、トータルで２４９件の

相談が平成１９年度にあったようです。で、同和問題非常に根深い問題です。住民の

方からいろいろな問題が相談員に寄せられているのだろうと思いますけども、だいた

い大まかなくくりでも結構ですので主な相談内容、２つないし３つぐらいを教えてい

ただきたいと。で、そういった相談を受ける中で同和問題の大山町の同和地区の問題、

どういった課題が浮き彫りになっているのかということ、教えていただきたいこと。

それに対して相談員さんなり人権推進課がどのような対応をされてどういった効果が

出ているのかということのご説明をいただきたいと思います。  

 それから福祉保健課の関係でもお願いしたいですが、一旦切らせていただいてもい

いでしょうか、議長。  

○議長（鹿島 功君） 続けてください。  

○議員（１番  近藤大介君）  続けて、はい。そうしますと、今度は福祉保健課の関

係になるんですけれども、これも決算審査資料の方でいかせていただきます。８０ペ

ージであります。高齢者、一番下の方ですね、社会福祉費の中の高齢者居住環境整備

事業がありまして、まあ高齢者の方が在宅でまあ生活ができるように手すりを付けた

りするときの補助金の事業というふうに聞いておりますが、これが１８年度あるいは

１７年度３０人なり２７件の利用があったのが、利用者数が６人に急激に減っており

ます。聞きましたら制度の内容が変わってですね、これまでは該当の高齢者なり高齢

者夫婦が非課税の場合は補助金が支出されておったところが、世帯内に一人でも住民

税が課税されていると、それが例え３，０００円の均等割であっても補助の対象にな

らないということのようでありました。まあ、大山町非常に高齢化が進みますし、在

宅で介護保険の会計上のこともあります。在宅で元気にお暮らしいただけるのなら、

それにこしたことがない。それは住民の方の願いでもありますし、われわれ行政の目

指すべきところだと思います。この平成１９年度にされた、なされた改正がまあ適当

だったのかどうかといったような検証はどのにされておられるのでしょうか、という

ことが一つ。それから、失礼しました。以上で質問を終わりますのでお願いいたしま

す。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。近藤議員さんの質問にはそれぞれ担当課長から答弁さ

せていただきます。  

○人権推進課長（近藤照秋君） 議長、人権推進課長。 

○議長（鹿島 功君） 人権推進課長。 

○人権推進課長（近藤照秋君）  失礼します。地区活動費のことについて始めにお尋

ねがございました。地区活動費につきましては、それぞれ３地区に対しまして約５０

０万円を補助しているところでございます。この内容につきましては、部落差別を始
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めとして、あらゆるその差別の解消、人権問題の解決のためにいろいろな人権関係の

大会とか研究会がございます。で、例えば全国人権同和教育の研究大会でありますと

か、人権部落解放に西日本夏季講座、あるいは全国解放保育研究大会など、県内外の

大会がございまして、その研修会に対する補助が大部分でございますが、それに対し

て補助しているというものでございます。それぞれ地区によりまして、内容等若干異

なっておりますけども、概して申し上げればそのようなことでございます。  

それから町の監査がしてあるかというお話でございました。で、１９年度の実績報

告書も出していただいておりまして、前年度１８年度と１９年度の監査を実績報告に

基づきまして行なわせていただいたところでございます。今年の５月だったと思いま

すけども、それぞれ各地区の責任者、会計担当の方にお出でいただきまして、人権交

流センターの方でわたしの方から監査をさしていただきました。ま、その検査項目は

いろいろあったわけですけども、事業内容の聞き取り、あるいは収支の決算が適正な

のかどうかということで見させていただきました。領収書、通帳などを確認いたしま

して、適正に執行されているということを認めたところでございます。それで気のつ

きましたようなことは口頭で「このように直したらどうですか」というふうな指導を

その場におきましてさしていただいたところでございます。  

それから効果ということでございます。それでわたしどもの方のこの補助金が、有

効に使われているかということで、大会とか研修会に参加された後、どのように処理

されていますかということを後日一聞かせていただきました。そうしましたら、隣保

館だよりで、住民の方に周知しているとか、あるいは地区の運営委員会がございます

ので、地区の運営委員会で報告するなどして、地区住民の人権意識の高揚っていいま

すか、向上に努めておると。あるいはまあ、高齢者の人権問題や子どもの人権問題な

どいろいろな問題もあるわけでございますので、それで人権の課題についても、それ

ぞれ機会を通して啓発をしていただいておるというふうに、いうふうなことでありま

した。少しずつではありますけれど、効果は上がってきているというふうに認識して

います。 

 それから生活相談員さんのどのような相談内容があるのかというようなお話でござ

いましたが、生活相談員の件数は２４９件の中で特に多いのが、福祉と健康に関わる

問題でございます。これが８３件ございまして、生活保護を受給しているんだけれど

も、年齢が６５になったので、国民年金との併給はできないものかどうかというよう

な相談もあったり、あるいはその次に多かったのが、人権あるいは人権の項目で７７

件ございました。子どもの人権、学校での問題など親御さんが相談に来られるという

ようなこともございましたし、それから就職とか就労ということでは３８件ございま

した。その他合わせまして２４９件というふうなこととなっております。  

その中でやはり課題として見えてきますのは、住民の皆さんの意識の多様化であり
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ますとか、少子高齢化というような状況の中で、地区住民の皆さんのニーズに対応し

て、福祉の分野でいきますと、民生児童委員さんとか、あるいは福祉推進委員さんと

いうのが配置されているところもございますので、それらの方々と連携を取り合って

と住民のニーズに応えていくということが今後必要でないかと。実際問題やっている

ところもあるんですけれど、今後更に強めていくというようなことが大切ではないか

と。課題として受け止めているところでございます。  

それから、今後の、それを受け止めて今後の取り組みということでございますが、

一番重要なと思いますのは、わたしどもの方では人権啓発ということを特に重要な問

題として課題として受け止めておりますので、これは地区の内外を問わず、同和問題

を始めとしてあらゆるなんていいますか、女性問題とか、子どもの人権の問題あるい

は、北朝鮮の拉致の問題等、さまざまな人権問題があるわけでございます。それらの

人権問題について住民の皆さんに徹底して情報を提供して、そういう人権問題が一日

も早く解決できるように啓発活動を取り組んでいきたい、というふうに考えていると

ころであります。それに事業がいくつもあるわけでございますけれど、その事業をひ

とつずつ丁寧に確実に遂行していきたいというふうに考えております。以上でありま

す。 

○議長（鹿島 功君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（戸野隆弘君）  はい。高齢者居住環境整備事業が１９年度に制度の

内容を改めまして、従来、町民税非課税世帯、この要件が該当の方と配偶者の方が該

当すれば対象としておりましたが、ご指摘がありましたように１９年度からは、この

要件、世帯全員の方が町民税、非課税というふうにしております。そのために利用さ

れた方の人数が２７人から６人に大きく減ったということで、この改正が適当であっ

たかというご指摘であります。いろいろな福祉介護のサービスにつきましても、所得

を要件としておるものはございます。町民税の非課税の要件につきましては、例えば

介護予防の関係の軽度生活援助事業等もそのような要件にしております。で、この居

住環境整備という事業の主旨を考えますと、その同居しておられるご家族皆さんがそ

の改良の受益を受けられるわけでありますので、世帯の中に町民税がお支払いいただ

ける所得がある世帯につきましては、やはり世帯の方の、世帯全体としてみるべきで

はないかというふうに考えておるところでありまして、この改正については適当であ

ろうというふうに思っておるところです。以上です。  

○議長（鹿島  功君）  ここで暫時休憩いたします。再開は１０時５５分から再開し

たいと思います。  

午前１０時４０分 休憩 

────────────────・───・────────────────  

午前１０時５５分 再開 
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○議長（鹿島  功君）  再開いたします。第１５款民生費５８ページから８０ページ

まで、あ、すみましたですね。次の第２０款衛生費８０ページから８９ページまで質

疑ありませんか。  

○議員（１４番 岡田 聰君） 議長、１４番。  

○議長（鹿島 功君） １４番、岡田 聰君。。 

○議員（１４番  岡田  聰君）  ８２ページ、決算審査資料では、８７ページになり

ます。８５、６か。予防費についてお伺いします。  

○議長（鹿島 功君） まあ、その辺は。  

○議員（１４番  岡田  聰君）  予算に対して１，８００万ほど減額になっています

が、予防検診はじゃあ非常に、医療費を下げる上でも必要だろうと思います。この受

診者数をみますと大腸がんとか肺がんとか、検診は結構高い率のようですが、その他

の検診についてはまだまだ率が低いように思います。これ予算を使い切る、切って高

額医療費を下げるという考えからも予算を使い切るような方策が必要だと思いますが、

どうでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。岡田議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。  

○福祉保健課長（戸野隆弘君） 議長、福祉保健課長。  

○議長（鹿島 功君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（戸野隆弘君）  各種検診等の受診がなかなか上がらないということ

が以前からあるわけです。広報には、毎月出しておりましたりいろいろ関連の団体の

皆さんやあるいは会議に折に受診の奨励の協力のお願いなどその都度行なっています

が、なかなか上がっていかないというところが現状であります。  

今年度につきましては、検診のことについて３チャンネルも使ったようなＰＲをし

ておりまして、いろいろできる啓発の機会を利用して努力をしておるところですけれ

ども、数字的になかなか上がらないというところで、またいろいろ工夫して取り組ん

でまいりたいと思っています。 

○議長（鹿島 功君） ここで暫時休憩いたします。（午前１０時５８分  休憩） 

○議長（鹿島 功君） 再開します。（午前１０時５８分  再開） 

○議長（鹿島 功君） 他にありませんか。  

○議長（６番 森田増範君）  議長、６番。 

○議長（鹿島 功君） ６番、森田増範君。  

○議長（６番  森田増範君）  先ほどの岡田議員と同じ項目になりますけれども整理

をして、３つの項目について尋ねたいと思います。  

 決算審査の資料で、８５ページ、８６ページ、８７ページになります。予防費であ
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りますところの母子健康事業について、それから老人保健事業について、それから健

康づくり事業についてということで３つの項目について尋ねたいと思います。  

まず母子健康事業ですけれども、非常に１歳６カ月健診であるとか、３歳児健診、

５歳児健診、非常に高い受診率があって効果が上がっておるんだろうなと思っており

ます。まあ乳幼児健診については、若干低いわけですけれど、わたし日ごろからこの

時期の健診、子どもと親の子育ての教育も含めたものが、本当に大切だなと思ってい

ます。この母子健康事業での高い受診率の、この時期を、時を生かしてですね、まあ

教育委員会では幼児教育課も設置されておりますし、そういったところとの連携、意

見交換をしながら、保健師の方を中心にした母子保健事業に教育委員会サイドとの連

携あるいは意見交換の中での、しながらこの機会をとらえての充実した母子保健事業

というものに取り組んだらなと思うところですけれども、話し合いとかそういう意見

交換の間を持たれたのかということについて尋ねたいと思いますし、その必要性は、

どうなのかということについてお尋ねをまず聞きたいと思います。  

それから老人保健事業につきましては、先ほど岡田議員の方から話があり、ＰＲ努

力をしておるけれども、思ったように進んでいないということがあります。分かれば

ですね、１８年度、前年費に比べて基本健診であったり、ウィルス検査であったり、

いろんな健診事業があります。手元に資料があれば前年と比べてどうなのかというこ

とをお示し願いたいと思います。なければ結構でございます。で、その対応策といこ

とで、今工夫をするということでありますけれども、これはずっと言われ続けてきた

ことであると思っておりますので、もっともっと組織的な取り組み等も必要だとわた

しは思っております。その工夫ということでなくていろいろ検討されている案件もあ

ると思いますので、その点について少し、もう少し踏み込んだ具体的な案件でもあれ

ばこういった状況踏まえてお示し願えたらなという具合に思います。  

それから３つ目であります健康づくり、単町事業であります基本健診から、食改善

推進委員さんの研修等々あります。特にこの中でお尋ねしたいのは、食改善推進委員

さんの活動についてですね、この１９年度どのように評価しておられるのかというこ

と、それからそれに合わせて２０年度は推進委員さんの活動についての組織への補助

金の予算化に向けてですね、適用の要件が変更になったように聞いておりますけれど

も、その辺の経過について１９年度の成果を踏まえて２０年度に結びつけられたとい

うことであろうかと思いますので、お尋ねをしたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。森田議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。  

○議長（鹿島 功君） はい、福祉保健課長。  

○福祉保健課長（戸野隆弘君）  お答えさせていただきます。就学前の子どもたちの
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健診、これを生かしてその後にも繋げていくような工夫ができないかということであ

りますけども、これにつきましては、大山町は旧大山町時代から行なっていました５

歳児検診というもので、教育委員会福祉の分野が連携をしまして、学校も含め就学に

向けて幼児から児童、幼児の一貫した健康対策、就学に向けての準備も含めての取り

組みをしておるところです。そういった中で教育委員会部署と福祉部署の連携は他の

情報交換も含めて、必要に応じてやっておるところであります。  

 次に受診の率ということでありますけども、主なものを若干ご報告いたします。健

診につきましては、４０歳以上の検診につきまして１８年度３１％でありましたけど

も、１９年度２９％ということで若干下がっております。あと胃がん健診が２０から

１７、大腸がん検診が３０から２６、肺がん健診が４５から４２ということで全般的

にがん検診が率が下がっておる傾向が見られます。乳児検診につきまして、乳幼児１

歳とか３歳５歳、この辺りの検診率につきましては、１歳６ヶ月が、あ、お手元の決

算資料にもあったかと思いますけども、1 歳６ヶ月が９６から、９６、あ、これは変わ

りませんですが、３歳児健診が９４から９７、５歳児健診が９６から９８と、この辺

りは若干上がっておるというところであります。  

今後の案ということでありますけども、ご指摘をいただきました教育委員会部署と

の連携を含め、また特に関係の団体、委員さん、健康づくり推進委員さんなり、愛育

委員さんなり、保健委員さん、そういったところに協力も引き続き呼びかけて、行な

っていきたいというふうに思います。  

それと健康づくりに関連しまして、食生活改善推進委員さん方との連携のことです

けれど、食改さんにつきましては、補助金を従来どおり支出しておりまして、町の高

齢者の食生活改善事業、これまた別途委託しておりますけども、同じように実施をし

ているところです。ご質問にありました補助金が変わったと言われましたのは、もし

かしたら、大山地区の愛育委員会の関係かと思いますが、これにつきましては、従来

旧町ごとに中山から保健委員、名和は健康づくり推進委員、大山は愛育委員会という

形であったわけですけども、名和が従来から謝金的なものはなかった、あるいは補助

金的なものについても無かった。中山についても廃止がされておったということで、

合併時はそのままでおりましたけども、いろいろな補助金等の見直しの中で愛育委員

会につきましては、１９年度で補助金を、補助金を１９年度限りとさしていただいた

ところです。このことだったかどうか分かりませんですけれど、この件につきまして

は愛育委員会と他の地区の委員さんとは、少し対応が違っておりましたので、これを

合わせさせていただいたということですけれども、これにつきましては調整の結果そ

うなっています。それで、愛育委員会のこの補助金を廃止するにあたりましては、会

の方ともいろいろお話をしまして、補助金がなくても従来どおりの活動ができるよう

なことをですね、町の方の、こちらの方の事業と組み込んでいただいて講演会とかあ
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るいは視察等についても調整をさしていただきますということで、ご理解いただいて

いるところであります。以上です。  

○議長（６番 森田増範君）  議長、６番。 

○議長（鹿島 功君） ６番、森田増範君。  

○議長（６番  森田増範君）  母子健康保健事業の方の件については、先ほど答弁い

ただいたところです。まあ、福祉保健課の担当でございますので、教育委員会の方は

また別な機会にという具合に尋ねたいと思いますけれども、特にこの高い受診率の機

会を捉えてですね、やはり教育サイドとの連携をしながら、今話がありましたのは、

５歳児健診の中でですね、対応はしておるということでありますけれども、わたし兼

ねて言っておりますように、やっぱり母子手帳をもらって新鮮な、子どもができたな、

授かったなという新鮮な時からやはり教育的見地、子育て、教育的なところの捉えか

たの中でですね、物事を進めていくということが、まず一番大事なのじゃないのかな

という具合に思っています。５歳児健診でやっておられるものをさらにもっともっと

０歳の乳幼児健診辺りからもですね、連携を取りながら、充実した体制が、健診の体

制が取れるように考慮されてはどうかなという具合に思っておりますので、この点に

ついて、もういっぺんもうちょうと確認を、やってみたいなということなのか、やは

り今までとおりで２０年度も、ということなのか、この点だけ一つまず尋ねておきた

いと思います。 

 それから健康づくり事業、それから老人保健事業、重なることになります愛育委員

さんということが出ましたので、その実態の中でお尋ねするわけですけれども、旧大

山の場合ですね、基本健診等々いろんな健診があるわけですけれども、その時に村の

中でいろいろと回って「健診がありますよ」という働きかけや啓発活動されておるの

が愛育委員さんであります。で、まあそういう実態の中でですね、非常にわたしの知

っている範囲内の中では、その方々の献身的なその気持ちの中で、集落ごとの受診率

というのは、結構身近に皆さんが感じられて受診をされてきたというような感じをも

っております。ただこの度もありましたように、愛育委員さんの補助金といいますか

そういったものを無くしていく、活動事態はできるから、必要でないからということ

の理解もあったのかもしれませんけれど、やはり自然に、ボランティア的に動くにし

ても何がしかの行政の方からの愛育委員さんに対する姿勢というものが、少しずつ冷

たくなってくるようであれば愛育委員さんの活動事態もだんだん醒めてくるというこ

とになるんだろうとわたしは思っております。そういう意味合いで健診の受診率を上

げるということについては先ほど課長の方からもＰＲ活動と、いろんな団体さんとの

連携を高めながらがんばっていきたいという話があったわけですけども、片一方では

こういう愛育委員さんのご努力に対する気持ちをですね、少し冷やしてしまうという

ようなこともあったような私は捉え方をしております。気持ちよくやってもらうとい
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うことが大切だと思いますし、特に補助金の取り組みの中で、実費については手当は

しますよ、食べ物、飲み物、まあ当然アルコールではないわけでして、お茶であった

り飲み物であったりというそういうものについては対象になりませんよ、会合しても

どうしてもお茶であったりジュースであったり、茶菓子程度のものについてもなかな

かというようなこともあったりするとですね、やはり組織活動というのはしにくくな

ってくるということだろうと思っています。こういった健診の率が下がっていくとい

うことについての大きな要因は、実際に活動してもらっておるところの方々の気持ち

をもっともっと汲み上げながら自然にほんにやっていかいやという気持ちを高めてい

くような取り組みだろうとわたしは思っておりますので、そのことについての考え方

をですね、そういった考え方にですね、課長なられたらどうだろうかと思うところな

んですわ、いかがでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。森田議員さんの再質問にわたしの方からも少し答弁を

させていただきます。  

最初の母子保健事業、これについての教育委員会の関わりということでございます。

これについて教育委員会の方からこの際に答弁してもらいたいというふうに思ってお

ります。わたしどもとしても幼児教育課を設置して一貫した教育をしていく中で子育

てというものを当然そこに目的を入れておるところであります。そういった中でご承

知のように福祉保健から専門職であります栄養士を幼児教育課に配置したり、あるい

は支所に配置したりする中で、いろんな機会を捉えながら子育ての支援、幼児教育、

学校教育に繋がる取り組みを既にもう教育委員会でやっております。従いまして、そ

の取り組み状況について教育委員会の方から答弁させていただきます。  

それからもう一点の今の健診についてのそれぞれの健診を高めていくこと、先ほど

課長が答弁いたしましたように、確かに大山地区の愛育委員さんの取り組みというの

は非常にまあ先進的な取り組みをしておられたというふうにわたしも理解をしており

ます。で、同じような役割として旧名和町、旧大山町にも健康づくり推進委員なりあ

るいは保健委員というのがいらっしゃった、というところの中で、そういった方々を

通してやはり健診の大切さ、受診率を高めるという取り組み、これは大きな力になっ

て取り組んでいただいたという経過はあるわけでございます。そういった中で実はこ

の春、まあそういった補助金の見直し等の中で愛育委員さんの取り組みに対しての補

助金の整理というのを愛育委員さんの団体と協議しながら一応２０年度一定の方向を

出して今取り組んでいるわけでありますけれども、基本的には、先ほど申し上げまし

たように皆さんの活動、特定の補助ではなくて活動に対しては行政の方と一緒になっ

て支援をしていきましょうという研修の場であったり、あるいはいろんな活動に対し

ては、直接的にそういった一緒になって支援する形は作ってるわけであります。で、
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わたしが春に指示しておりますのは、せっかく合併してもう４年目になるわけであり

ますから、そういった同じ目的をもつ役割をもっていただくそういう委員さん、各集

落の代表の委員さん、これのやはり名称とか組織もやはりなるべく一つにしながら、

特に愛育委員さん、大山地区の取り組みのような先駆した取り組みをしっかりと全体

に生かしていくという中でまた新しくその役割の中で必要な経費が出てくれば対応す

るようなことも考えていかなくちゃならないんではないかというようなことは話し合

っておるところであります。従いまして、せっかくの合併をしたわけでありますから、

それぞれの旧町の中のいい取り組みというのは、やはりそれを全体に広げていくとい

うことをやはり早いうちにしていくことが町全体の町づくりの大きな効果につながる

んだろうというふうに思っております。わたしはそういった思いの中でおるところで

ありますし、また課長としての今のそういったところの取り組み状況についても少し

補足があれば答弁すると思いますので、よろしくお願いたします。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 教育長。 

○教育長（山田  晋君）  議長、教育長。教育委員会の取り組みについてお答えいた

したいと思います。教育委員会が子どもたちを掌握できるのは就学前５月前の、就学

前の健康診断ということで、この辺に物足りなさを感じている中で、まあ幼児教育課

を設置したわけですが、その幼児教育課を設置する前後にですね、今議員さんおっし

ゃったような乳幼児健診、１歳、1 歳半、３歳、５歳というようなこういう辺りに親子

で来るこのチャンスは学習の場面として非常にチャンスだという辺で、実際そういう

場面で出ていったわけですが、実態とするとですね、お母さんが他の兄弟を連れて来

たりしてですね、お母さんだけを集めてお話をするとか、子どもだけを集めてやると

いうのは非常に難しい状況があると。お母さんだけを集めるあるいは保護者を集める

ということになると、その間の子どもをまたどういう具合にするかという対応もいり

まので、一斉にこの学習の場面を設置するというのは非常に難しいなと、そういう中

で今やっている発想は個々に対応していくのかなというところで、幼児教育課に司書

とありました栄養士を配置して個別に対応していると、相談にのったりあるいは司書

でいきますとブックスタート、絵本を年齢に応じて出していくというようなことで、

まあ心の栄養本、体の栄養、食事ということで、そういう視点で今個別に対応をして

おります。具体的にはまた課長が補足してくると思いますが、そういうので一斉にこ

のチャンスに子どもだけを集めるとか、親だけを集めて何かするというのは、非常に

難しいので、検診を受けているその合間を縫って個別に対応することしかないんかな

と思って、そこで今言いました情報提供とか、資料配布であるとか、いろんなイベン

トの紹介であるとか、当然教育委員会の担当者も出向いてそういうところに立ち会っ

ています。であと、課長の方から少し具体的に。  

○議長（鹿島 功君） 幼児教育課長。 
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○幼児教育課長（高木佐奈江君）  先ほどのご質問のご返答なんですけれども、各種

保健事業との連携なんですけれども、幼児教育課とは特に親密に連携をとっておりま

して、まず乳幼児健診６ヶ月健診ではブックスタート、これを行なっておりますし、

それから３歳児健診になりますとブックセカンドを行なっています。ブックセカンド

ってなんだろうかと思われると思いますが、子どもたちが３歳になりますと本当に絵

本に興味を示しますので、ブックスタートの第２弾ということで、３歳になった子ど

もさんに行なっている絵本の提供です。それから５歳児健診になりますと、特に関わ

っておりまして、幼児教育課の指導主事、それから場合によりましては保育所の保育

士も加わりまして就学に向けて子どもたちの健診を立ち会っておりますし、気になる

場合には再検診を行なっています。この取り組みも県下であまりないというか先駆け

ておりまして最近はいろんな町村が視察に見えられます。今週も金曜日に１町おみえ

になります。それから要保護の問題があるんですが、これは毎月幼児教育課の担当者、

指導主事、栄養士、福祉保健課の保健師と定例会というか情報交換の場をもっており

ます。それから就学時検診のときには、小学校の校長先生による講話をいただいてお

りまして、保護者がそれを聞いております。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（戸野隆弘君）  愛育委員会の今後の展開のことにつきまして、補足

を説明させていただきます。  

 先ほど町長の方から、この愛育委員会のいい取り組みを全体に生かしていくという

方向性を説明がありましたけども、これを具体的に福祉保健課と愛育委員会とどのよ

うにやっていったらいいかということで話し合いをしておりまして、今年はまず愛育

委員会の活動を全町に知っていただこうと。名和の方や中山の皆さんにも知っていた

だこうということで愛育委員会の活動をですね、外の、外って言ったら失礼ですけれ

ど、まあ両地区ですね、全町に広げてみようということで、例えば大山賛歌体操の普

及の講習を愛育委員会が主催でやっておられますけれど、そういったものも全町に呼

びかけて、残念ながら参加者は他地区からは少なかったですけれど、そのようなこと

をしております。また広報「だいせん」で、毎月愛育委員会の活動を１ページとって

紹介をさせてもらっています。これもですね、まずそういう活動を知っていただいて、

知っていただいた上でまたこういう愛育委員会の活動を全町のものにするようなこと

をやっていこうというふうに今協議をしているところです。近いうちにまた愛育委員

さんと今後の方向、方法につきまして協議をするような日程調整もしているところで

す。以上です。  

○議長（６番 森田増範君）  議長、最後に。  

○議長（鹿島 功君） 森田増範君。 

○議長（６番  森田増範君） それぞれに一生懸命取り組んおられるところを伺った
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ところであります。一点だけですね、老人保健事業の健診事業等についてもう一度、

質したいと思いますけども、１８年度の実績、１９年度の実績、若干伸びたものもあ

るわけですけれど、やはり報告はあったように下がっておるわけですね。そういう実

態を踏まえながらこの２０年度の取り組みとして先ほど町長が申されたように、まあ

愛育委員会を始めとする取り組みを新しくまたスタートされたということだろうと思

って今うかがっております。２０年度かなりの健診が進んできているところですけれ

ど、こういった取り組みを今１９年度の反省をし、２０年度取り組みをされたという

ことの中で、今現在でどんな感じで推移しているのかということが分かれば、分から

なければ結構です、その点だけ尋ねて終わります。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。森田議員さんの再質問には担当課長から答弁をさせて

いただきます。  

○議長（鹿島 功君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（戸野隆弘君）  健診の数字のとりまとめはまだ今年度しておりませ

んが、基本健診といいますか、特定健診、町は国保の方を対象に行なっているわけで

すけれど、その状況はですね、今かなり数字が少ないなというふうに思っているとこ

ろであります。まだ集団健診がまだ１０月残っておりますけども、それから他の医療

機関への委託分も今後入ってきますので、まだはっきり分かりませんけども、その健

診については、ちょっと思ったよりも少ないのではないかということで今内部でちょ

っと話し合いをしているところです。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 次に移ります。 

○議長（４番 遠藤幸子君）  議長、４番。 

○議長（鹿島 功君） ４番 遠藤幸子君。 

○議長（４番  遠藤幸子君）  審査資料の方でちょっとお聞きしたいですけれど、６

１ページの公害対策事業のところで、名和地区において、施策の成果というところに

書いてありますけれど、名和地区において大規模な畜産業を営む事業所付近の悪臭測

定及び河川水質測定をおこなった、とありますが、測定年１回町内４カ所って書いて

あります。この４カ所の場所をお聞きしたいのと、測定の結果はどうだったのか、そ

れと今後どうしていかれるのか、その辺りをお聞きしたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。遠藤議員さんの質問には担当課長から答弁をさせてい

ただきます。  

○住民生活課長（小西広子君） 議長、住民生活課長。  

○議長（鹿島 功君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（小西広子君）  悪臭物の測定は年１回をしております。で、町内の
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４カ所ということで載せておりますけども、その中で河川の水質検査については年３

回で、名和川と真子川と川手川を実施しております。これにつきましては、結果を今

のところは結果については問題はないというところがありまして、その結果につきま

しては農林水産課の方に報告をいたしまして何かあった時には一緒に善後策を協議を

しておるという実態でございます。  

 失礼いたしました。悪臭物の測定の町内４カ所については、今手元に資料を持って

おりませんので。  

○議長（鹿島 功君） ここで暫時休憩をいたします。(午前１１時３０分  休憩) 

○議長（鹿島 功君） 再開します。(午前１１時３５分 再開) 

○議長（鹿島 功君） 引き続き答弁ください。  

○住民生活課長（小西広子君）  失礼いたしました。悪臭物の測定年１回町内４カ所

についてご説明いたします。山水園が１点、食肉センター、小竹の種豚場、山陰食鶏、

これは前谷地区にあるものということで、去年の結果につきましては、問題はござい

ませんでした。何かあった時には農林水産課の方と協議をしながら事業所の方と対応

していく方針でおります。以上です。 

○議長（鹿島  功君）  次、第３０款農林水産業費８９ページから１０７ページまで

質疑ありませんか。  

○議員（９番 秋田美喜雄君）  議長、９番。 

○議長（鹿島 功君） ９番、秋田美喜雄君。  

○議員（９番 秋田美喜雄君） ２点ほど伺います。ページ数関係ないんですけれど、

農林水産業費大変な予算でございますけれど、その中でいろいろ交付金、補助金ござ

います。まあ必要なものにはやはり多くするとか、その辺のやっぱり合併も４年もな

りますんですから、メリハリを付けられてもいいんじゃないかなとは思ったりします

しで、よく町長が農業町、農業町とよく言われますけれど、本当で農業町なのかなと

思ったり、後継者はあまりそれこそこれでほんにいいのかなと思うぐらい、まあどっ

この町村もそうかもしれないけれど育たない、そういう中でまあパルパルがこのたび

８組のカップルが誕生して、その内大山町の女性が２組というような資料も見させて

いただきました。その女性が大山町を出たのか入ったのか、どっちなのかよく分かり

ませんけど、まあなるべなら入ってもらった方がいいんじゃないかなと思ったりして、

その中で７２万という金額が多いか少ないか、どう判断されますか。やはりそういう

あれをメリハリを付けて、今後生かされていくのも大事なことじゃないのかなとは思

ったりします。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。秋田議員さんの質問ですが、おっしゃるとおり厳しい

財政状況の中で、どういうふうに優先順位を付けながら事業に取り組んでいくかとい
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うのがいづれにしても大きな課題だというふうに思っています。そういった中で農業、

これは大山町にとっても大きな産業でございます。それは捉え方いろいろあるんだろ

うというふうに思っております。税収が大きいのを一番の主幹産業だと捉えるのか、

あるいは従事者なのか、あるいは面積の、大山町としての利用の状況なのか、いろん

な考え方があるんだろうというふうに思っていますけれど、いずれにしてもどんな観

点からみても大山町にとって農業というのはやはり大きな大事な産業であるというこ

とは間違いないだろうなというふうに思っています。  

そういった中で今おっしゃった出会いの場づくりとしてのパルパル、これ基本的に

は後継者の結婚対策というのを主にしながら、旧中山町で取り組んでおられた事業を

引き継ぎながらこれは商工会等青年部が中心になりながらやっているところでありま

す。今８組というのをわたしもちょっと担当課長の方から様子が分かれば答弁いたし

ますが、８組が誕生、８組が結婚したのか、そこでカップルになったのかなかなか分

からないところでありまして、結婚が８組も進んだなら大変うれしいなというふうに

思っていますが、そこでペアになったのが８組ならばこの先がどうなのかっていうの

が非常にわたしもわくわくしながら気になるところであります。特に大山町内の女性

が２名ということは、懸念する部分はひょっとしたら町外の方に嫁がれてしまったら

困るなーなんて思いながら、思っていますが、ちょっとその状況がもし分かるようで

ございましたら担当課長の方から答弁したいというふうに思っておりますし、これが

本当に結婚に結びついて、町内の定住に繋がるのであれば７２万円ぐらいっていうの

は安いもんかなと、わたし自身は思ったりはしております。  

○議長（鹿島 功君） 企画情報課長。 

○企画情報課長（野間一成君）  パルパルの実績のことでございますが、カップルが

８組誕生しましたって書いてありますのは、取りあえずその場で仲良くなられたのが

８組ということでございます。で、このことにつきましては、結婚までいかれるかど

うかとかいうことになりますと、個人情報の関係がなかなかありますので、追跡はな

かなかできませんのですけども、近年結婚までいかれた例は無いように聞いておりま

す。以上でございます。  

○議員（９番 秋田美喜雄君）  議長、９番。 

○議長（鹿島 功君） ９番、秋田美喜雄君。  

○議員（９番  秋田美喜雄君）  まあパルパルのことばっかり言ってもなんですけれ

ど、せっかくそこまでいったなら個人情報でどうのこうのっていうあれもあるんです

けど、やはりどう言いますか、もうちょっと行政の方もそこまで行ったならもう一押

し、ふた押しということも、個人情報といいながらあってもいいんじゃないかなと思

ったりもしますし、それとまあ町長、いろいろ面積なんとうんぬんとかありました、

どれを重視していくか。それは確かに国そのものがやはり農政というものがぐらぐら
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していますから、町がなかなか思い切った施策というのはなかなかできないと思いま

すけど、やはりその中であってもやはり農業町って誇りを持つならばやはり何か大き

な目玉を一つボンと構えることも大事じゃないかな、そんな気もいたしますが、その

辺いかがでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。まあ、おっしゃる意味は十分に承知をいたしておりま

す。まあ農政、ここで農政をお互いに語り合おうかという場ではないんではないかと

いう意味で思っていますが、いずれにしても大きな観点から国の農業施策というのが

やっぱりしっかりと見えてこないと単町で取り組める課題ではないなというふうに思

っております。特に農家の所得を確保するというような大きな課題になりますと、や

はり農業というものが何を目的として国が目指しているのか、あるいは国民が期待し

ているか、それを食料という、食料安保という考え方でいけばやっぱり国の大きな方

針を期待をしていかねばならないし、また声を出していかなくちゃならないというふ

うに思っています。その中で、まあ大山町として取り組んでいるある意味では大きな

わたしは取り組みをしているというふうに思っておりますけれど、その中で大山町内

における農産物というもの、農業に対しての付加価値を高めていくということの中で、

やはり大山という、大山ブランドというもので前面に出していく。これはやはり同じ

作物であっても差別化をする中で、市場への有利性を高めていくということに繋がる

んじゃないかなと思っていまして、そういった意味では大きく大山町としての農業の

取り組みの中に所得向上につなげていかなくちゃならないし、つなぐもんだというふ

うに思っています。今年から大山、梨はすべて大山の梨という名前になりました。ブ

ロッコリーも大山ブロッコリーになりました。で、今大山恵みの里構想の中でいろん

なものを大山の名前で今ブランド化をしていこう、これは大山町としては農業施策に

とっては大きな取り組みをしているというふうに思っておりますので、是非ともご理

解をいただきながら多く方にご参画をいただきたいというふうに思うところでありま

す。以上です。  

○議員（８番 岩井美保子君）  議長、８番。 

○議長（鹿島 功君） ８番、岩井美保子君。  

○議員（８番  岩井美保子君）  審査資料の中の１３８ページで１点と、それから次

のページで１点の２点質問させていただきます。  

 大山ブランド開発支援事業というので、多くの消費者を対象にしたモニタリング及

びＰＲの実施に対して支援をしたということが書いてあります。その農産物の加工と

いうのはどのような商品であったのでしょうか。それを今度交流拠点の方に並べられ

て売れるという自信があったんでしょうか、ということを１点と、それから次のペー

ジの１３８ページになりますが、農林業地域改善対策事業ということで９９万８千円
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予算が執行になっておりまして、これは押平共同作業所の解体工事ということでござ

いますが、これは解体だけでしょうか、将来に向けてまた建設をされるんでしょうか。

その２点お願いいたします。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。岩井議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○議長（鹿島 功君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（池本義親君）  まず１点目のご質問であります大山ブランド開発支

援事業でございます。これにつきましては、広島の方で開催をされましたイベントに

大山のそばを現地におきまして提供をしたといった内容のものでございます。で、大

山のそばをＰＲした実績の内容のものでございます。  

次に農林業地域改善対策事業でございますが、押平地内にありました旧共同作業所

を解体をいたしました。で、現在県道沿いにございますけども空き地としております。

新しく建てる計画はございません。またこれは木造でございましたので、廃材につき

ましてはバイオマスの関係で赤碕清掃さんの方に持ち込みましてペレットということ

で使っていただくようにしたところでございます。  

○議員（８番 岩井美保子君）  議長、８番。 

○議長（鹿島 功君） 岩井美保子君。 

○議員（８番  岩井美保子君） ただいま答弁いただきましたですが、そばのことに

ついてですね、そばは実から大山町で栽培した実でしょうか、それともよそから買っ

てきた粉で作るそばなんでしょうか。やはり大山町が補助金を出すというか、支援を

するということになりますと栽培からしたものをやるのが順当だと思っていますがい

かがでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。岩井さんの再質問にも担当課長から答弁させていただ

きます。 

○議長（鹿島 功君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（池本義親君）  そばのことでございますが、そばにつきましては大

山町産を使っておこなっております。  

○議長（鹿島  功君）  次に進みます。次、第３５款商工費１０７ページから、第４

０款土木費、第４５款消防費１２３ページまで質疑ありませんか。  

○議員（３番 吉原美智恵君）  議長、３番。 

○議長（鹿島 功君） ３番 吉原美智恵君。  

○議員（３番  吉原美智恵君）  ページ数で言いますと１１１ページ、２点質問いた

します。大山参道拠点施設の改修と大山参道ギャラリーの開設で、トータルで１，３
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００万の事業が行なわれております。それで今の活用状況はどんな具合でしょうか。

確かにシャッターが下りていると大山参道のイメージとしては良くないと思いますの

で、事業としては必要であったのではないかとは思いますが、今の活用状況はどんな

でしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。吉原議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○大山振興課長（福留弘明君） 議長、大山振興課長。 

○議長（鹿島 功君） 大山振興課長。 

○大山振興課長（福留弘明君）  ただいまの質問にお答えいたします。大山寺の参道

中ほどにございました施設を町で寄附を受けまして、改修を加えた上で、大山参道ギ

ャラリーという形で再利用、活用いたしておるところであります、これにつきまして

は、ご承知のことと思います。それの活用状況ということでございますが、これは１

９年度でいきますと年度中途秋１１月の１１日から雪が降るまでの短いオープン期間

でございましたけれどもこの間のみで延べで８，５００人を超える来館者があったと

いうことでございます。また今年度につきましても春からオープンを致しております

けれども、毎日相当の入館者がございます。だいたい１日に少ない日で２００人前後、

多い日は１，０００人近くなるという状況でありまして、大変多くのお客様の立ち寄

りところとなっております。尚、館内では大山町の産品の紹介コーナー、あるいは特

別展のコーナー、これから例えば昨年でしたら和牛博に因んだ展示を行いました。あ

るいは大山のスキー場につきましての特別展を行っています。現在はお神輿の展示で

すとか大山の僧兵太鼓を中心とした展示を行っておりますし、これからは夏休みに子

どもたちに書いてもらいました絵画展を特別展として行おうということにしておりま

す。限られた面積の施設でございますので、なかなか十分な大きなことはできません

けれども、参道中ほどでのお客様の休憩処、お茶飲み処あるいは案内所的な機能、そ

ういった意味ではかなり大きな効果を発揮しているのではないかと思っているところ

でございます。以上です。  

○議員（３番 吉原美智恵君）  議長、３番。 

○議長（鹿島 功君） ３番 吉原美智恵君。  

○議員（３番  吉原美智恵君）  今のお答えを聞いて安堵しておりますけれども、今

の大山のギャラリーの運営は多分大山寺の方が一生懸命やられてると思います。それ

で営業も大変ですので、なかなかマネジメントまではいかないと思うんですけれども、

行政としてこの建物建てられたわけですから、これからはですね、一つの提案ですけ

れど、郷土作家で山内信さんとか、わたしの知ってる限りですけれど、谷川章先生と

か、絵画の米子市の美術館などに展示されるような方もおられますし、習字の大家も



 85 

おられます。その辺りの郷土作家の発掘の場所として、ギャラリーをもうちょっと活

用されて、いよいよ町民の皆さんにも愛していただけるギャラリーというふうに考え

ていかれたらと思います。そういう支援もこれからもせっかくたくさん巨費を投じて

されたわけですから、そういう支援も行政としてやられてはどうでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。吉原議員さんの再質問には担当課長から答弁させてい

ただきます。  

○大山振興課長（福留弘明君） 議長、大山振興課長。  

○議長（鹿島 功君） 大山振興課長。 

○大山振興課長（福留弘明君）  はい、ご提案いただきました。ありがとうございま

す。ご指摘のとおり大山の参道ギャラリーにつきましては、地元の皆さんを中心とし

ました実行委員会で運営をいたしております。今後の実行委員会等の場でも町といた

しましてもそういった場としての活用についても提供してまいりたいと思います。以

上です。 

○議員（３番 吉原美智恵君）  議長、すみません。もう一つありました。  

○議長（鹿島 功君） 同じ案件ですか。  

○議員（３番 吉原美智恵君）  いえ、違う、このページの中の違う案件です。  

○議長（鹿島 功君） 一度に言っていただきますように。吉原美智恵君。  

○議員（３番  吉原美智恵君）  了解しました。以後気をつけます。決算資料の１４

７ページ、あ、資料は５５ページですが、決算のページ数は１４７ページです。決算

資料は５５ページで、普通のこの決算の普通のページでいきますと１４７ページの人

権同和教育推進養成講座、またみんなの人権セミナー等活動がされております。ペー

ジ数は１４７です。  

○議長（鹿島 功君） 商工課から１２３ページまでです。  

○議員（３番 吉原美智恵君）  あ、失礼しました。ですね、次にいたします。  

○議長（鹿島 功君） 他にありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島  功君）  ここで休憩、若干ありますけれど……、休憩に入ります。再

開は１３時ちょうどにしたいと思います。  

午前１１時５４分 休憩 

────────────────・───・────────────────  

午後１時 再開 

○議長（鹿島  功君）  それでは再開いたします。次に移ります。第５０款教育費１

２３ページから一般会計の最後、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運

用状況調書、地方債の平成１８年度末及び平成１９年度末における現在高に関する調
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書１６５ページまで以上質疑ありませんか。  

○議員（３番 吉原美智恵君）  議長、３番。 

○議長（鹿島 功君） ３番、吉原美智恵君。  

○議員（３番  吉原美智恵君）  決算書においては１４７ページ、決算資料のページ

数でいいますと５５ページをお開きください。人権同和問題の啓発についてお尋ねい

たします。人権同和教育推進養成講座出席者が６４人、またみんなの人権セミナーが

７回ありまして参加率７１．９％になってまして３４０人。１回５０人程度、また人

権同和教育研究大会１２０名、人権同和問題小地域懇談会参加率２０．９％、１，２

３８名というふうになっております。今世の中がですね、大山町においても建設業が

倒産したり皆生活が目の前が手一杯な状況になっております。で、今自分のことで手

一杯という状況は、人どころではないというそういう世の中になっておりまして、こ

ういうときこそ、人を人として大切にするという姿勢が大事だと思います。それで同

和問題だけではなくて、今この人権セミナー等は、障害者の問題、ハンセン病問題、

また男女差別の問題、高齢者の問題、いろいろなことを捉えて発信しておりますが、

もう少し皆さんの参加を促すために、去年よりは今年、今年よりは来年といった工夫

が必要かと思われます。そして、今人権セミナーとか出ますと、いつも終わったあと

にアンケートとかとっておられます。そのアンケートの活用なども含めてどのように

考えておられるのかお願いいたします。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。吉原議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○人権推進課長（近藤照秋君） 議長、人権推進課長。 

○議長（鹿島 功君） 人権推進課長。 

○人権推進課長（近藤照秋君）  失礼いたします。わたしどもの方でいろいろな人権

啓発推進させていただいておりますが、先ほどありましたセミナーとか、講座いわゆ

る人権同和教育研究大会とか小地域懇談会、行っておりますけれど、前年度と比較対

象してみますと少し微減傾向にあるというふうにとらえております。で、なぜそうな

のかということは、まあ先ほど議員さん言われましたように、社会的な背景とかいろ

いろと複雑に絡み合っているんじゃないかなというふうに思っとりますが、昨年度人

権セミナーと同和教育研究大会の後にアンケート調査を行いました。それでアンケー

ト調査の内容がですね、そのセミナーとか大会について参加して大変良かったとか、

ほどほどだったとか、いろいろと大会講座の感想を書いていただいたということでご

ざいます。中にはアンケートの中に今後継続してこういうものをしてほしいとか、あ

るいは講師の問題、あるいは会場の問題、いろいろ書いてあるものもございます。そ

れでアンケート参考にさしていただいて、次年度への取り組みといたしまして企画と
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かあるいは講師の選定、それから内容の問題、会場地の問題等決めていきたいなとい

うふうに考えて、平成２０年度においては、それを基にして取り組んでいるところで

ございます。  

 それからまたアンケートはせっかく書いてもらっていますので、例えば同推協の広

報紙がございますけども、そういう広報紙などにも参加者の意見ということで機会を

捉えて載せて啓発に努めているところでございます。いずれにしましても、こういう

啓発につきましては、日ごろからやっぱり企画の段階からそういう担当者の資質の向

上は元より、センターの方といたしましてもいろいろと相談、協議しながら内容、深

みのある内容に努めていかなきゃならないなというふうに考えております。以上です。 

○議員（３番 吉原美智恵君）  議長、３番。 

○議長（鹿島 功君） ３番、吉原美智恵君。  

○議員（３番  吉原美智恵君）  今のお答えですけども、人権同和問題小地域懇談会

に関してですけれど、これが今またかなり各部落において差が出たり、それから取り

組み方によって推進員の方よりも２、３人のところだったりします。で、本当にこう

いう機会はなかなか県内でも全国においても小地域懇談会が続いているというところ

はあまり少ないみたいです。鳥取県がかなりやっておりますけれど、その点では一番

身近な相談内容とか、というか身近な問題にお互いに啓発し合えるわけですから、も

うちょっとこう何とか、いつも同じ人数で諦めてしまわないで、去年は高齢者の問題

でしたけれども、とにかく魅力ある小地域懇談会にするために、題名とかも早めにお

知らせしたり、それから本当にどのような問題が皆さん関心があるのか、人権問題に

対してどのような問題が多いのか、関心が深いのか、そういうことを取り組まれて、

今からでもやっぱり少しずつ段階を踏んで、それから魅力ある講師を探されて、どう

でも同和地区、小地域懇談会の前に説明会がありますよね、その説明会のときにきち

んと説明員さん、指導員さんが何か問題があってその内容を深められるために意見が

出されるようなそういうシステムを高めるっていうことも大事ですし、それからこの

間反省会が去年ありましたけれど、この小地域懇談会の指導者の反省会の人数も非常

少なかったです、参加率が。ですからせっかくされるのに、もったいないですので、

久しぶりに出てみたら出てよかったとか、そういう小地域懇談会になるように工夫さ

れたらと思いますがいかがお考えですか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。吉原議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○人権推進課長（近藤照秋君） 人権推進課長。 

○議長（鹿島 功君） 人権推進課長。 

○人権推進課長（近藤照秋君）  小地域懇談会のあり方についてでございます。先ほ
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どお話がありましたように、この全部落区を対象にして小地域懇談会を毎年度開催し

ているというところは本当に数少ない、県内においても数少ないものだというふうに

考えております。で、そこで小地域懇談会が有効で本当に身近な問題として自分の問

題として捉えていくということが大切だということで、昨年度は高齢者の問題を取り

上げていろいろと話をしてきたわけございます。で、まあこの小地域懇談会、身近な

人権の問題としてみんなが考えていく、考えていただく、そういう機会としてとても

大切なものであるということから、町の方といたしましては教育委員会とか、あるい

は同和教育推進協議会とかそういう機関がございますので、そういう３者の連絡協議

会というのを設けてやっております。で、これは年に２回会合を開いておりますけど

も、座長は副町長が座長で取り組んでおりまして、いろいろと皆さん方からそういう

方々のご意見を参考にしながら小地域懇談会の有効なあり方について議論を深めてい

ただいているところでございます。で、毎年１０月から２ヶ月間行っておりますけど

も、９月には第２回目の同連協と言っておりますけれど、同連協開きまして最終的な

２０年度のことについて詰めていきたいというふうに考えております。事前研修会あ

るいは事後研修会、それぞれ行っておりますけども、区長さんとか社会教育推進委員

さん、あるいは推進者の方々、いろいろな方々の協力を得まして、立派な小地域懇が

できますように皆さんにもお願いしてまいりたいというふうに考えております。以上

です。 

○議長（鹿島 功君） 他にありませんか。  

○議員（１３番 小原力三君）  議長、１３番。  

○議長（鹿島 功君） １３番、小原力三君。 

○議員（１３番  小原力三君）  １６８ページ、審査資料の１６８ページでございま

すけども、農業集落排水事業ということでございます。旧大山町と日吉津村、それか

ら西伯町で建設されましたコンポストの作る施設でございます。大変な、これは始め

は大変な汚い、汚いっていったらおかしいですけれど、仕事だなというふうに視察し

たところでございますけれども、そこで能力はいくらぐらいあるのかなということで

ございます。  

それからですね、前の小西課長の時に水道課におられた時にコンポストが売れない

と。ほんに、どうしたらいいんだ、何とか推進して売ってくれということで、まあ文

化祭価格で１００円なら、１００円で売るからということで、一生懸命推進して皆さ

んに買って注文を受けているところでございます。その中でやはり油の高騰する中、

また肥料がどんどんどんどん上がる中、安い肥料でまあ生産が、農作物ができるんじ

ゃないかということで試験的に大変使っていただいた経緯もございます。  

その中で今回、町報にも何にも報道せずにですね、２００円だと、倍だと、という

ことで文化祭価格は何のその、もう文化祭価格はもうないんだということで、利用さ
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れている方々にどう説明していいのか訳がわからなくなったということでございます。

それでもう注文をとってるんですから、これをわたしが半分払うんですか、本当に。

困ったもんですわと思って、わし今悩んでおるところですが、その点ちょっとお聞か

せ願いたい。それから幾らぐらい、何袋ぐらい年間作れるのか、これも合わせてお願

いいたします。  

○議長（鹿島 功君） 小原議員、水道でなしに文化祭っていう形。  

○議員（１３番  小原力三君）  いやうそです。農業集落排水の処理の、コンポスト

の件です。 

○議長（鹿島  功君）  このことにつきましては、そちらの方で聞いて、特別会計で

聞いていただきますように。  

○議員（１３番 小原力三君）  またしゃべるだか。いや、すいませんでした。  

○議長（鹿島 功君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） それでは全般を通して。  

○議員（２０番 西山富三郎君）  議長、２０番。  

○議長（鹿島 功君） ２０番、西山富三郎君。  

○議員（２０番  西山富三郎君）  監査委員さんにお尋ねいたします。監査意見書の

第７番目に指摘事項が出ております。その５項目にですね、職員の問題が出ています。

来客者に対するあいさつや接遇方法、いまだ不十分なところがあり、住民サービスや

職員資質の向上、人材育成の観点から現場を知る、非常に素晴らしい表現だと思って

います。現場を知るということが出ております。そこで監査委員としては求められる

自治体職員像をですね、どう考えておられますか。それから町民の皆さんは非常に不

景気になりまして税金で食べているということで、税金泥棒というふうなことも言う

人がいますが、税金の無駄使い、税金泥棒というのは何をさして言われるのか、この

２点について。いやいや分からん、監査委員はどうお考えですか。  

○議長（鹿島 功君） 椎木喜久男監査委員。  

○監査委員（椎木喜久男君）  先ほどの西山議員さんの質問にお答えしたいと思いま

す。自治体の職員の資質に関わる問題だというふうに思いますが、私個人としまして

はこの監査意見の中にも書いておりますけども、本来ならば町長さんの方が答えらる

方がいいかと思いますけど私の方として、監査意見書に書いておりますので、私の方

の考え、私個人の考えとしてお答えしたいと思います。あとはまた町長さんの方から

もお願いしたいと思います。  

 わたしはですね、本来教わったのはですね、やはり職員というのは敏速・確実・懇

切・丁寧、そして一歩リードと、このことが一番大切なことであろうと思います。一

歩リードというのは、先見性の問題でございます。そういうふうに私はかねがね昔勤
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めたときにですね、教わったわけです。  

しかしながら、職員にはですね、まだまだいろんな問題があろうかと思います。本

来採用の段階でですね、頭脳明晰で対話ができてまた町民の目線で物事が見れる職員、

あるいは仕事に対する情熱、使命感といったようなものが要求されるように思います。

でも個人的にはですね、いろんな人にはそれなりの長所、短所なり特徴なり不得意分

野、得意分野等があります。そうした時にですね、何をもって職員の養成をするかと

いうことになりますと、やはり職員というのは研修なり地方に出ていろいろな耳学問

をする、あるいは本読んで学問をするというようなことが大切なことだと思います。

そこで教わることがやはり教育であり、そしていい職員になる条件だというふうに思

いますので、そういった人を自治体職員になっていただけれは一番いいと。簡単でご

ざいますけれど、そういう私は本来意見を持っておりますし、また現地を知らないと

いうことはですね、合併して広くなったということもありますし、もう一つは異動が

あったということもあろうかというふうに思いますけども、やはり現地１００辺って

いう話もありますけれど、そんななくてもいいから通常でもですね、どこにどういう

集落があってどこにどういう施設が、町の施設があるかぐらいな話はですね、やはり

知るべきだというふうにわたしは考えておりますので、そういった観点からですね、

こういう意見を書きましたので。わたしの答弁を終わります。それで町長さんにです

ね、どういう、いいですか。  

〔「町長に聞いていない、あなたに」と呼ぶものあり〕  

○監査委員（椎木喜久男君） まあ、そういうことでございます。どうぞよろしく。  

○議長（鹿島 功君） 他に。５番 敦賀亀義君。 

○議員（５番  敦賀亀義君）  最後のなると思いますけれど、１点だけお聞きしたい

と思います。監査の指摘事項にもございましたように、指定管理導入して１年が経つ

わけでございます。その指定管理の中で経費の削減ということもこれは喜ばしいこと

だとは思っています。しかしながら、施設に対しましてどういうような行政側がチェ

ックされておるものか、管理者ですわね。とのそれを、といいますのがわたし、ナイ

ターリーグ、名和スポーツランドです、野球場。ここで毎年野球に参加しております。

その中で指定管理に出した場合とその出すまでとは、球場の施設がわたしが見た目か

らは非常にでこぼこし荒れておると感じとっとります。その辺をどのようにチェック

されておるのかお聞きしたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 教育長。 

○教育長（山田  晋君）  議長、教育長。ただいまのご質問について、名前があがっ

ておりましたが、名和スポーツランド、野球場については教育委員会が管理をしてお

りますます。担当課長よりお答えいたします。  

○議長（鹿島 功君） 社会教育課長。 
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○社会教育課長（小西正記君）  名和スポーツランドを始め、たくさんの社会教育施

設を指定管理に出しております。先ほど質問がありました名和のスポーツランドにつ

いて特に申し上げたいと思いますが、管理の方は指定管理ということで業者ＴＫＳＳ

という民間業者の方に委託しております。住民の方、使用された方が度々その管理が

悪いというふうなご指摘がありました。したがいましてその管理の状況、その注意が

あった時に行くんじゃなくて事前に点検しなければならないということの支持も受け、

あるいはこちらの方も注意していくようにしておりますが、おっしゃるとおりかなり

グランドの方の状況も悪くなっております。こちらの方としては、１週間に１回、２

週間に１回程度、スポーツトラクターを運転して整備して欲しいというふうな申し出

もしておりますので、今後その状況に合わせて注意もし、業者の方に支持してまいり

たいというふうに考えております。終わります。  

〔（「了解」と呼ぶものあり〕  

○議員（６番 森田増範君）  議長、６番。 

○議長（鹿島 功君） ６番、森田増範君。 

○議員（６番  森田増範君）  １点だけ行政経営という視点で質問させていただきま

す。特に地方債ということについてなんですけれども、国の方も行政経営の健全化と

いうことでこの決算資料の中でも１２ページ、１３ページあたりに財政指標に関する

調等の求めが今年から、連結決算ですね、そういったところへのとり進みが始まりま

した。で、わたしが質問いたしたいのは、特に１２ページには地方債、いわゆる借入

金の状況が、残高状況があるわけですけれども、契約をしていく上ではやはり借入金

のまあ５年ないし１０年ぐらいのですね、あるいは５年ぐらいの償還計画、返済計画、

そういったものが当然毎年毎年変化するわけですけれども、そういった償還計画、返

済計画がですね、こういった資料の中にもきちっと添付されてあってもいいのではな

いかなという具合に思うわけです。まあ情報公開ということもありますし、これから

５年１０年先を見越す経営の中で、どういう返済計画があるのかというものをやはり

示すという資料がこれから必要ではないかなと思うところです。その点について、ど

のようにお考えなのか尋ねたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。森田議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君）  ただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。お手

元に配布の決算審査資料でございますが、現時点では１９年度、その年度の末の数値

ということでお示しをしているところであります。決算統計という統計があるわけで

すが、そこで求められるのは向こう１０年間の償還予定を提出しております。これを
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示すということはできますけれども、その辺予算の段階でやるのがいいのか決算の時

がいいのか、その辺はどうかなと思います。ただ今までに借りたものの償還予定、そ

れだけでいいのかということがございますので、その辺の判断、どうしてもそれが必

要であるということであれば、こちらとしては出させていただくということでござい

ますから来年度以降、１０年間で借りる額も分かりません。そういった部分ではあく

までも、今までに借りたものの償還が次、次年度２年後３年後にいくらになるのかと

いうことで、１０年間はお示しができるところであります。以上であります。 

○議員（６番 森田増範君）  議長、６番。 

○議長（鹿島 功君） 森田増範君。 

○議員（６番  森田増範君）  示すことができるということでありますので、また特

別委員会の方で求めたいと思いますけれど、決算がいいのか予算がいいのかというこ

との判断の中では、これはわたしの見解ですけれども、やはり数字の確定した段階で

の決算というところの段階でこれから５年先、１０年先ということでは、こういう数

字になりますよというですねやっぱり確定というところの中で、示されるのが、いい

のではないかなとか思いますし、検討する段階の中でも、という具合に個人的には思

います。そういう状況で、示すことができるということでありますので、次年度以降、

これに掲載するのかどうかということについては、今後検討していただきたいなとい

うことであります。お答え願いたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君） 議長。再質問には担当課長から答弁させていただきます。  

○議長（鹿島 功君） 総務課長。 

○総務課長（田中  豊君）  具体的には議員の皆さんと相談しながら取り組んでいき

たいと思っています。 

〔「了解」と呼ぶものあり〕  

○議員（１９番 荒松廣志君）  議長、１９番。  

○議長（鹿島 功君） １９番、荒松廣志君。 

○議員（１９番  荒松廣志君）  わたしは監査委員さんに、１点だけお伺いしたいと

思います。この決算監査につきましては、一般会計を始めとする１７会計の特別会計

を監査いただきました。わたしは、監査委員さんが例月出納検査等もやっておられる

中で、わたしは職員の予算に対する執行というものが、スピード感が無いように感じ

ますけれど、監査委員さんはどのように感じておられるか。  

もう一点、これは特に事業課においてですが、ここに指摘事項の中の５の（５）に

もありますが、先ほど同僚議員も質問されましたが、事業課において自分の守備範囲

の箇所が理解できていない職員がおるやにわたしは思います。だから執行も遅れる。

そういう中で監査委員さんが見られた、監査委員さんの目で、この執行が早かったか
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遅かったか、この１９年度の決算までの中で、ご意見を伺いたいというふうに思いま

す。 

○議長（鹿島 功君） 椎木監査委員。 

○監査委員（椎木喜久男君） 荒松議員さんにお答えします。まず１点は事務の速度、

敏速に、いわゆる発生主義でできているかどうかということだというふうに思います

が、この点につきましてはですね、あるものについては遅いものもございますけれど、

全般的には、そう心配するほどのことではないというふうに思いますが、その都度遅

いものについては指摘もしながら、指導もしておりますので、今後そういった指導を

今度課長さんなり担当の方がちゃんとやればですね、しっかりした会計ができるでは

なかろうかと、一般的にはその都度、私どもは行政監査も含めてですね、やっており

ます。 

 それから先ほどの事業課の範囲ということですが、これについてもですね、やはり

職員さんが大勢おられていろいろ変わられたというような経過もあってですね、理解

力が今一、深みが定まっていないということだというふうに思いますので、今後そう

いった面でも研修努力されてですね、明確にしていただきたいというふうに思ってい

ます。今現在わたしどもが通常業務の中で心配する程度のことではないというふうに

私は判断しております。以上です。  

〔「了解」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鹿島  功君）  他にありませんか。全般を通して。はい、それでは質疑なし

と認め、これで質疑を終わります。  

 ────────────────・───・────────────────  

日程第４ 議案第１０８号 

○議長（鹿島  功君）  日程第４、議案第１０８号  平成１９年度大山町土地取得特

別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。歳入歳出の全般について質疑

はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────      

日程第５ 議案第１０９号 

○議長（鹿島  功君）  日程第５、議案第１０９号  平成１９年度大山町住宅新築資

金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────      
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日程第６ 議案第１１０号 

○議長（鹿島  功君）  日程第６、議案第１１０号  平成１９年度大山町開拓専用水

道特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────    

日程第７ 議案第１１１号 

○議長（鹿島  功君）  日程第７、議案第１１１号  平成１９年度大山町地域休養施

設特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。 

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。       

────────────────・───・────────────────  

日程第８ 議案第１１２号 

○議長（鹿島  功君）  日程第８、議案第１１２号  平成１９年度大山町老人居室整

備資金及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑

を行います。  

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第９  議案第１１３号 

○議長（鹿島  功君）日程第９、議案第１１３号 平成１９年度大山町簡易水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第１０ 議案第１１４号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１０、議案第１１４号 平成１９年度大山町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。歳入歳出全般について

質疑はありませんか。  

○議員（１９番 荒松廣志君）  議長、１９番。  

○議長（鹿島 功君） １９番、荒松廣志君。 



 95 

○議員（１９番 荒松廣志君） この特別会計の中で不納欠損額があがっております。

昨年よりは半減しておりますが、この不納欠損に上げらた欠損額の主な理由、どうい

うことでこの不納欠損が生じたのか、答弁願いたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。荒松議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○税務課長（中田豊三君） 議長、税務課長。 

○議長（鹿島 功君） 税務課長。 

○税務課長（中田豊三君）  はい、ただいまのご設問にお答えいたします。主なもの

でございますけれども、亡くなられまして相続人が無くなった方、それから生活困窮

者の方が主でございます。以上でございます。  

〔「了解」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 他にありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第１１ 議案第１１５号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１１、議案第１１５号 平成１９年度大山町国民健康

保険診療所特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

まず、歳入全般について質疑ありませんか。  

○議員（１１番 諸遊壌司君）  議長、１１番。  

○議長（鹿島 功君） １１番、諸遊壌司君。 

○議員（１１番  諸遊壌司君）  決算審査資料１０３ページでございます。これ見ま

すとね、４つ町営の診療所がありますけども、名和診療所、大山口診療所は黒字でご

ざいます。大山口リハビリセンター・大山診療所、特に、大山診療所が１８年度より

１９年度は６００万ほど、合計４，６００万ほど累積赤字があるわけでございます。

ねえ、あそこはいろいろ制度も変りますし、医師も代わられました。また、今年も予

算ですね、補正でレントゲンが入っております。すごい機械が結構入っておりますけ

ども、あ、あれは大山口でしたか。どちらにしましても赤字だから診療所を辞めなさ

いということでない、その反対ですよ、もっと赤字が出ても診療所は地域の医療のた

めに頑張らんといけんわけですけども、何故こんなに赤字が出ているのか、これを解

消するためにはどういう施策といいますでしょうか、方策があるのか、答弁願い願い

たいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 今歳入全般ということですけれども。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  そうですね。歳入にならんか。まあ、収入が減った
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ということで。  

○議長（鹿島  功君）  まあ、歳入全般ということでの質疑を受けますが他には。１

番近藤議員。  

○議員（１番 近藤大介君）  歳入も含めて収支ということでなんですけれども。  

○議長（鹿島  功君）  いや、歳入全般ということで、歳入のみを、今、歳出も含め

ての収支ということなら分かりますけれど、今、ちょっと分けて話をしておりますの

で、そのために１１番議員にもお断りしたんですけれども。歳入だけ、の質問ですか。  

歳入の質問ですか。  

○議員（１番 近藤大介君）  歳入に絡んでです。  

○議長（鹿島 功君） 歳入…他にありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島  功君）  はい、それでは次にいきます。歳出全般について質疑ありま

せんか。そういうところで諸遊議員。  

〔「はい」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 歳出まできましたので、はい、どうぞ。 

○議員（１１番 諸遊壌司君）  はい、１１番。 

○議長（鹿島 功君） はい諸遊壌司君。  

○議員（１１番  諸遊壌司君）  まあ結局、議長が歳入歳出とおっしゃいましたけれ

ど、まとまりましたけれど、まあ歳入歳出、さっきあれしたところの決算が赤字がで

ているということでございます。原因は何故なのか、これを解消するためにはどうす

べきなのか、お答え願いたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。諸遊議員さんの質問には担当課長が答弁させていただ

きます。 

○診療所事務局長（斉藤 淳君） 議長、診療所事務局長。  

○議長（鹿島 功君） 診療所事務局長。  

○診療所事務局長（斉藤  淳君）  諸遊議員のご質問にお答えしたいと思います。決

算審査資料の１０３ページにお示しをしました、平成１７年度から１９年度の単年度

ごとの各診療所の会計の中で、大山口リハビリセンターと大山診療所が赤字であると、

でその赤字を解消するのに、何かいい方策はないのかというご質問であろうというふ

うに思います。まず大山口リハビリセンターでありますけれども、ここは心療内科と

それからリハビリテーション科と２つ持っております。心療内科というのはある面、

患者数がどんどん来るという内容でないというところがありまして、基本的になかな

か診療報酬を高めていくということが、そう簡単にできるものでないのかなというの

が１点ありますが、ただ、心療内科をやっているよということをＰＲするということ
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も大事なことではないかなと、今後、というふうに考えてはおります。  

それとリハビリテーションについてですけども、これは制度改定等ありまして、リ

ハビリが医療行為からですね、介護保険制度、医療行為から介護保険の制度に変わっ

てきたというふうなこともあります。そのリハビリを受ける患者の皆さんが、これま

で本人の希望でまあ受けれていたものが、介護保険制度によってですね、回数を限ら

れるとか期間を限られるとか、そんなようなことにもなってきております。これは特

に訪問リハビリにいえることでありますけれども、そういったことでですね、なかな

か心療報酬というんでしょうか、収入を上げるというような形が取り難い現状もある

ということであります。今の施設規模においてですね、リハビリテーションの患者数

を患者をどんどん増やすというのは現状難しいところがあるのかなということで、な

かなか赤字解消はかなり難題ではなかろうかなというふうに考えております。  

それから大山診療所でありますけども、１７年度は全面委託をしておりました関係

で、収支がプラスマイナスゼロということになっています。ただ、このプラスマイナ

スゼロの時点でもですね、大山診療所の施設改修、新しく建て替えましたが、その公

債費いわゆる償還ですね、償還については一般会計でみていたということがあります。

１，０００万ぐらいみておりましたので、実績には赤字であったということでありま

す。その後、所長が代わるとか、あるいは入院をですね、まあ、所長ですね、所長が

代わられたりというふうなこともあったり、その関係で診療時間を午前中だけで対応

するというふうなこともあったりしてですね、現実的にこういうような赤字が出てし

まっているということであります。抜本的な対策というのはなかなか見つからないと

ころでありますけれども、少なくても地域の皆さんに愛される診療所、本当に患者の

皆さんがですね、どういうんでしょうか、自分のかかりつけの医者であるということ

をですね、地域の皆さんが感じ取ってもらえるような、そういう診療所を目指してい

くということが、この赤字解消には結びついていくのではなかろうかなと考えており

ます。以上です。  

○議長（鹿島 功君） はい、いいですか。 

○議員（１番 近藤大介君）  議長、１番。 

○議長（鹿島 功君） １番、近藤大介君。 

○議員（１番  近藤大介君）  同じような内容にちょっとなってしまうんですけれど

も、私は特にその大山口リハビリセンターのことに関してお聞きしたいんですが、引

き続きその決算資料でいくと１０３ページ、今諸遊議員に説明されたところなんです

が、今担当の事務局長は大山口リハビリセンター心療内科について患者がどんどん来

るような診療科目ではないというふうにおっしゃったわけですけれども、名和診療所、

大山口診療所、それから赤字が大きくてこれはこれで問題だとは思うんですけれど大

山診療所、３つの診療所は確かに住民に愛されている、必要とされている診療所だと
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思うんですけれども、大山口リハビリセンターの心療内科にいったいどれぐらい町民

がかかっておられるのか、そのことを思うと、もしどんどん患者さんが来られるよう

な施設ではなくて、大雑把なところで平成１９年度の１，５００万、これはリハと合

わせてですが赤字を出している施設ですから、本当に必要なのかという疑念が出てく

るところです。  

 ただ、わたし以前にも一般質問等でも、決算の時だったかな、２年前にもさせても

らっておりますけども、メンタルヘルスということが今ここ何年か前から言われてお

ります。診療内科の需要はわたしは決して低くないとわたしは思っているんですけれ

ども、そういった意味では以前にも指摘したように、大山口に心療内科の病院がある

ということの認識がまだまだ鳥取県西部圏域で薄いんじゃないかと。一部の意見では

ありますけどもあそここの先生、いい先生だよという話も実は聞いたことがあります、

っていうか、大山口リハの診療内科の先生ですね。そういう意味ではもっとしっかり

宣伝していただけば、ここまでまあ赤字も出ないのではないかというふうに思うわけ

ですが、そういった意味でのＰＲをどうお考えておられるのか、あるいは心療内科を

大山町においておく意義をどう考えておられるのかを改めてちょっと回答をお願いし

ます。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。近藤議員さんの質問には、診療所事務局長から答弁さ

せていただきます。  

○議長（鹿島 功君） 診療所事務局長。  

○診療所事務局長（斉藤  淳君）  はい、議長。近藤議員のご質問にお答えしたいと

思います。心療内科を訪れられる方ですけれども、わたしも細かく内容を見ているわ

けではございませんが、町内の方もいらっしゃいますけれど、町外、特に米子市です

とか、あるいは琴浦町、遠いところでも安来も方から来られたりします。その心療内

科の性格からしてですね、あまり身近なところにはもしかした行きたくないというふ

うな思いもあるのかなというふうに感じております。そういう意味では心療内科が全

て米子市に集中してしまえばいいのかというと、そうではないところもあって、今の

大山町内にもですね、心療内科があるってことは、それなりに意義のあることなのか

なというふうには感じております。まあ、そういう意味でなかなか町内にどんどん広

くＰＲするということがですね、どうなのかなということをまあ個人的に頭かしげて

いるところもあるということをご理解いただきたいと思うわけです。以上です。  

○議員（１番 近藤大介君）  議長。 

○議長（鹿島 功君） １番、近藤大介君。 

○議員（１番  近藤大介君）  ＰＲすべきなのは鳥取県西部あるいは安来からも患者

があるというなら、その安来あるいは広く松江にまででもＰＲしてもいいと思うわけ
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ですけれども、町長ご自信はどのようにこの大山口リハの役割を考えておられるのか。

町内の医療機関の中でどのような位置づけを考えておられるのか。町長ご自信のお考

えはどうでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。再質問に答弁させていただきますが、こういう心療科

目が大山口診療所、さらには大山口リハビリセンターに開設をされた経緯というのは

わたしも十分に存じてはおりませんが、いずれにしても今まで旧大山町の中で直営の

診療所として大山診療所、大山口リハビリセンター、そして大山口診療所、これがこ

の地域の医療を担ってきたわけであります。その中で診療科目として心療内科という

のがリハビリセンターにあり、そして患者さんもご利用になっているという状況にあ

ろうというふうに思っています。で、心療内科いるのかいらないのかという観点で捉

えるのではなくて、やはりいろんなさまざまな診療科があるわけでありますから、た

だこれを全部町内で全ての診療科を完結できるかというとそうはならないわけであり

ます。たまたま大山町には、大山口リハビリセンターに心療内科の先生がいらっしゃ

って、で、その心療内科を開設してるわけですから、そういった意味では町内の方も

あるいは町外の方もまあここにかかっておられる方はある、ということでは先ほど事

務局長が言いましたように、そんな役割としてはそういう意味では必要なんだろうと

思っておりますが、ただ先ほどから申し上げていますように、心療内科、なかなかま

あ正直いってあまり人にかかっていることを知られたくないというのが多いんではな

いかなというふうに思っておる科だと思っております。そういった中で、心療内科が

町内にもありますよということは、やはり何らかの形でお知らせをすることが必要だ

と思っていますから、広報の中で診療所の紹介をしたり、あるいは今３チャンネルな

んかで診療所辺り、いろんな場所も紹介するわけですが、そこの中に診療科目として

診療内科があるということは当然ＰＲしていくわけでありますから、そういった中で

の住民の皆さんにも町内にそういった診療科目があるということはご理解いただくこ

とは利用につながってくるだろうと思っております。で、まあ今度ちょうど今工事に

かかろうとしておりますけれども、大山口リハビリと大山口診療所、これ一つにする

今工事を進めかけております。そういった中で、一つの診療所の中に内科から神経内

科から、心療内科なりリハビリテーション科なりいろんな科が、そこの一つの診療所

の中に、今度は組み込まれるわけでありますから、そういった中ではまあ逆にそうい

ったかかっているうことをあまり分かってほしくないなという人なんかも、ある意味

ではそこに行きやすくなるのかなというふうに思っておりまして、また２つの診療所

が一つになることによっての先生方の役割なり、職員の役割というのもそういう意味

では相乗効果が期待できるんではないかなというふうなことの中で経費の節減にもつ

ながり運営の方も効率的に行われるようになって赤字の縮減にもつながるんではない
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かなというようなことを期待しておるところでございます。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 他に質疑はありませんか。      

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） それでは質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第１２ 議案第１１６号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１２、議案第１１６号 平成１９年度大山町老人保健

特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

────────────────・───・────────────────  

日程第１３ 議案第１１７号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１３、議案第１１７号 平成１９年度大山町介護保険

特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

まず歳入全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 歳出全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第１４ 議案第１１８号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１４、議案第１１８号 平成１９年度大山町介護保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  

 〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第１５ 議案第１１９号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１５、議案第１１９号 平成１９年度大山町農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。まず、歳入全般に

ついて質疑ありませんか。  

○議員（２番 西尾寿博君）  議長、２番。 

○議長（鹿島 功君） ２番、西尾寿博君。 

○議員（２番  西尾寿博君）  この歳入でいいますと、次の公共下水道の方にもかか
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るかなと思いますが、監査委員さんが書いておられましたが、この下水道事業、この

加入金増やすためにですね、接続を促進するようにというようなことがありました。

その中身がですね、昨年度の決算資料には接続比率、各地区の欄があったように思い

ます。このたびそれが付いてないというふうに思いました。せっかく監査委員さんが

指摘されたということがあるので、わたしとしては付けて欲しかったというふうに思

います。これ歳入だけというふうになっておりますが、わたし下水道の問題は農業集

落も公共下水も同じような感覚で思っておりまして、実はもう一つひかりが丘のコミ

プラというコミュニケーションプラントというのは、これは一般会計の方にあります

が、実は下水の関係でお話したいというふうに考えております。というのはこれ歳入

とどう関わるかちょっとよく分かりませんが、ちょっと伺ってお話したいと思います

が、以前このコミプラの方はですね、対象宅というか家が、集落が小さくていずれ公

共下水かこの大きな方に接続する予定があるというふうにお聞きしたことがあります。

２年くらい前の話だと思いますが、今回もコミプラの方も４００万ちょっとですね、

経費が、管理費が掛かっております。まあその資料とですね、接続の関係ですね、収

入が変ったりすると思いますが、その辺の絡みも合わせてお伺いしたいとこのように

思います。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。西尾議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○水道課長（舩田晴夫君）水道課長。 

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（舩田晴夫君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。昨年度、

加入率の一覧表が付いておったんではないかということでございました。本年度もお

付けする予定でおりましたところ、私が使用しておりますパソコンが急遽めげまして

な、真に申し訳ありません。作っておりますので後日配布をさせていただいたらとい

うふうに思ってもおります。あの、集計はいたしておりまして、農業集落排水の加入

率接続率が７９．３％ということで昨年度より６％程度アップをいたしておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。  

それからコミプラの接続については、公共下水道への接続についてはどうかという

ことでございました。ひかりが丘のコミプラ、平成８年度から供用開始をいたしてお

りまして、これに対して公共下水道の区域が隣接するところまでまいりましたので、

接続をしたいということでいろいろと県の方とも問い合わせ、協議をいたしておりま

すけれども、補助を受けた関係、起債を受けてまだ起債を償還中でございますので、

これの繰上げ償還というような問題で結論が出ておりませんので、まだ協議中でござ

います。接続できるようになりましたら、経費節減という面からも是非早期に公共下
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水道の方に接続したいというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願

い申し上げます。  

○議員（２番 西尾寿博君）  了解。 

○議長（鹿島  功君）  はい、それでは全般にわたりましての質問。１３番  小原力

三君。  

○議員（１３番  小原力三君）  はい、誠に先ほどは失礼いたしました。コンポスト

の施設維持管理費６００万ほど出ていますが、このお金につきましても、ある程度大

きな負担ではないかなというふうに思っております。それから各汚泥につきましての

分担金処理費たくさんの予算が計上されておるところでございます。  

 そこで今ただいま申し上げましたとおり、コンポストでも少しでも販売に、販売を

してこの負担金等々を軽減したらということで、前の課長の小西課長が一生懸命にな

ってわたしにお願いされたことであります。そこでまあ、このたび人事異動に伴いま

してこの引継ぎがうまくいったのかどうか、そげしてこのコンポスト、わしも５００

袋予約しているんですけれど、まあ５００袋で勘弁してしてくれということで、５０

０袋とすれば２００円で１０万ですね。そのあとの５万円をわしが負担しなければな

らないのか、本当に悩んでいるところでございます。もう注文とっているんですから。

注文を。これをもっと早くして、それで今文化祭、文化祭、文化祭いつ来るかなって

いって待っておられる方も文化祭の単価ですから、そういうことを待っておられる方

もおられるんで、これはどういうことなのかなと。ここにちょうどいいタイミングで

昨日から議会がありましたんで、ちょっと。それから合わせてコンポストの年間、１

５キロですか、それはだいたいいくらぐらいできるのか。それも合わせてお示しくだ

さい。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。小原議員さんの質問には担当課長が答弁させていただ

きます。 

○水道課長（舩田晴夫君） 議長、水道課長。  

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（舩田晴夫君）  ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。３点

ご質問があったのではないかと思います。まず第１点、コンポストの能力はどれぐら

いあるのかということでございました。汚泥の供給との関係がありまして、施設の能

力、現在の製造能力といいますのは、１回に１８０から２００袋の余りの元ができて

おります。これが月に２回の製造でございまして、年間のおおよその作成量は５，０

００袋程度できておるのではないかというふうに理解をいたしております。  

それから１００円の価格で販売があったがということでございます。４月から注文

がいろいろと入っておりまして、量の多い少ないに関わらず、１袋２００円でござい
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ますということでご理解を皆様にお願いをしておりまして、１００円でというお話を

回答をしたことは１回もございませんので、２００円という価格でご購入いただけた

らというふうに思っていますので、よろしくお願いを申し上げます。  

〔「もう一点」と呼ぶものあり〕  

○水道課長（舩田晴夫君）  ３点いいました。月の辺りの能力とそれから年間の作成

量、それから今の１００円の価格のお話。  

〔「それと引継ぎ」と呼ぶものあり〕  

○水道課長（舩田晴夫君）  引継ぎについてはコンポスト１００円で売るという引継

ぎは受けておりませんので、誠に申し訳ございませんが、２００円でご愛顧いただけ

たらというふうに思っております。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。  

○議員（１３番 小原力三君）  議長。 

○議長（鹿島 功君） １３番、小原力三君。  

○議員（１３番  小原力三君）  今、２００円でなければいかんと、絶対に。あとほ

んなら１００円の分が誰が払うんですか。わしはもう文化祭単価で１００円で営業し

てるんですよ。町長払うんですか。小西課長払うんですか。  

○議長（鹿島 功君） はい、それで、町長。  

○町長（山口隆之君）  議長。小原議員さんの再質問には、引継ぎということであり

ますから、前課長が答弁いたしますが、私の理解の中ではこの協議会でコンポスト１

袋２００円という単価は決っております。ただ２、３年小西課長のときの確かに非常

にコンポストの出が悪いということで、まずは使っていただこうと、使っていただい

て利用を促進していこうということで文化祭のときに限りあの時に１００円というこ

とでまあお試しを半額にしますから、どうぞ使ってみてくださいということで文化祭

のひとつの行事の一環としてあの場は１００円にしておったと。これは全体の中で了

解を得て、関係の町村ともですね、販売促進なりＰＲのためにということだったと思

ってますので、通常は２００円なんだろうと思っていますが、そういうふうな説明を

きちっとしてたんじゃないかと思っておりますので、改めて前任の課長の方から答弁

をさせます。  

○議長（鹿島 功君） 前任課長。 

○社会教育課長（小西正記君）  先ほど町長が申し上げましたとおり、コンポストの

価格は、合併した当時１袋３００円でございました。その３００円が売れないという

ことで２年目から２００円に値下げして販売したわけですけども、これでもさばけな

いということで工場の倉庫に８，０００袋以上、それから会見町の農協の倉庫にまた

５，０００袋以上ということで、１万数千袋のコンポストが在庫の状態で積みあがっ

ておった状態でございます。その関係で、何とか皆さんに利用していただかなければ

コンポストがその辺に散らばって埋まってしまうというふうな、工場が埋まってしま
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うというような状態になりまして、特に農業地帯であります大山地区で、大山町で使

ってもらいたいということがありました。その関係でお試し価格、町長が先ほど申し

上げましたように文化祭価格というふうな格好で２００円のものを１００円に値下げ

をして皆さんの方に推進して使っていただこうというふうになったわけでございます。

その間、南部町、日吉津村でその地域でお使いの方は、１袋２００円で購入していた

だいたという実態がございます。今、だいたい南部町なりそれから日吉津村の方が減

量化の、汚泥の減量化をしておりますので、コンポストの出来上りが多少少ないと思

いますけれど、かなりの量が生産してもなかなか使い切っていただけないというふう

なことがございましたが、小原議員さんなり荒松議員さんなりの大量に購入していた

だいたお蔭で、倉庫の方も方も空っぽになり、順調に在庫がはけたというふうな状況

になっております。  

したがいまして、文化祭価格というふうな格好でなくても今は通常に生産したもの

がすぐ倉庫の中から消費されていくというふうな格好になっております。したがいま

して文化祭価格でなくて通常価格に戻ったというふうにこちらの方は判断していると

ころでございますので、どうぞその辺のところはよろしくお願いしたいと思います。  

○議員（１３番 小原力三君）  はい、議長。 

○議長（鹿島 功君） １３番、小原力三君。  

○議員（１３番  小原力三君）  まあ私一人ではございません。あなたがね売ってく

れと。とにかく倉庫にいっぱいになっているから、もうさばききれんから売ってくれ

と、一生懸命努力して少しでも少しでもと思って注文とってきて、販売促進に力を注

いだところでございます。それを電話して文化祭が近づいたから、文化祭価格で一つ

お願いしますよと、注文をまたとってるのに言われるとどういう気がしますか、あん

た。あなたもそういう気持ちになったことはないですか。あまりいい気はしないです

よ。ほんなら文化祭価格でということで注文とってるんですから、一生懸命、あっち

こっち。それを今になってから文化祭価格はもう無くなりました、どこにほんならチ

ラシ、広報がありましたかってわしは聞きたい。そこなんです。よろしく。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。再質問に答弁させていただきますが、まあ言った言わ

んの話になって非常にわたしどもとしてもわたしが答弁するのは難しゅうございます

けれど。もう一度きちっと、わたしの認識としては文化祭のときに啓発用に価格を下

げて１００円だというふうに、その場で売ると、いうことのわたしは理解を課長から

聞いておりましたので、だからそういうことでそれ以外の時には通常の価格だという

ふうにわたしはきちっとそういう報告を受けて、で、文化祭のときには啓発のために  

知ってもらうために１００円だと。それは南部町やそれから日吉津村にも了解をもら

った上でということだと思っておりますが、その辺のところもう少しきちっと答弁を
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担当からさせますので、よろしくお願いします。  

○議長（鹿島 功君） 町長。今のは。 

○町長（山口隆之君） 担当からそういうこと、言ってます。 

○議長（鹿島 功君） 担当じゃないけど。 

○社会教育課長（小西正記君）  ああ、すみません。そのときのやり取りをした前任

課長から答弁させます。   

○議長（鹿島 功君） 前任課長。 

○社会教育課長（小西正記君）  先ほど申し上げましたように通常では、パンフレッ

ト価格で水道課の方に設置しています価格については１袋２００円ということでお願

いしておりました。それで大口需要者１００袋以上の方については１割割引というの

がございますけれど、通常２００円というふうなことです。それでその文化祭の時に

この時期、文化祭の時にご注文いただいた方については１００円でというふうなこと

でお受けしておりました。その部分についての多いときには、その文化祭のときに５，

０００袋から６，０００袋の量がいっぺんにご注文がきますので、とても運搬ができ

ません。その関係で年内かかったり、あるいはその翌年の１月２月に配送させていた

だくときがございましたけども、それ以外のときについてはお受けした時以外につい

ては基本的には１袋２００円という価格を守ってきたつもりでございますので、そこ

ら辺のところはご理解願いたいと思います。  

○議員（１７番 野口俊明君）  議長、１７番。  

○議長（鹿島 功君） １７番 野口俊明君。  

○議員（１７番  野口俊明君）  ９ページですけれど、１５款の２３の償還金利子で

農業集落排水使用料還付金ですが、過料徴収ということですが、これについてのどう

いう状況だったのか、そしてどういう対策をとられたのかちょっとお伺いがします。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。野口議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（舩田晴夫君） はい。ただいまのご質問のお答えをさしていただきます。

還付金３，１５０円計上させていただいております。これは使用人数の誤りといいま

すか、同一敷地内に別棟があって、これが住民基本台帳と連動いたしておりませんで、

転出されたのが把握できなかったということで誤って多くいただきましたので還付さ

せていただきました。以上です。  

○議員（１７番 野口俊明君）  議長。１７番。  

○議長（鹿島 功君） １７番、野口俊明君。  

○議員（１７番  野口俊明君）  いやそれであのですね、今のわたしのもう一つの、
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どういう対策をとられたかっていうと、ことについて今後まあどういうふうな事態の

あれを無くすような努力、やって対策をとられたかということをちょっとお伺いしま

す。 

○議長（鹿島 功君） 答弁。 

○水道課長（舩田晴夫君）  本人さんには、お宅に訪問いたしましてお断りをさせて

いただきました。それで今後異動等がありました場合は、住民基本台帳と連動いたし

ておりますので、速やかに自主申告をしていただきたいというお願いをさせていただ

きました。以上でございます。  

○議員（１７番 野口俊明君）  議長、１７番。  

○議長（鹿島 功君） １７番、野口俊明君。  

○議員（１７番  野口俊明君）  あのですね。わたしあの、個人情報うんぬんの問題

で本当に何ていうか、この役場内で人の個人情報、使う使わんということでなしに、

行政上の支障がある問題で個人情報が使えないような、何か各課によって出せません

というような格好もあるようです。やっぱり、でもこれね、もう少しやっぱりわれわ

れ住民のためにもですし、それから課内の中でも基本的に皆さん町職員としてまたい

ろんな各たとえば、この前も民生委員さん等との会合でもあったわけでございますが、

何ていうか、自分が担当するところ１件１件全部回ってみて初めてその状態を分かる

ような状態で、町の方に担当者に聞いても、これは個人情報で出せないと。でもそう

いうことを担当させる、あれを専任をしておきながらですね、それを出せないという

ような状態があるわけで、ここら辺の個人情報についての何ていうか、営利とかいろ

んなことで使うことでないわけでしょう。そういうあれについてもう少し町としても

研究されながら、行政の効率化を図っていくというような方法、例えば町だけででき

ないのなら、県や国に進言されるべきでないと思うがどうでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。野口議員さんの再質問には担当課長から答弁させてい

ただきます。  

○水道課長（舩田晴夫君）水道課長。 

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（舩田晴夫君）  この件につきましてまずご説明させていただきますけど

も、一口同一敷地内に二世帯が住んでおられて一口の届けだけのものに両方の世帯が

流し込んでおられたということでございまして、住民票が連動していないという状態

になっておりましたので、窓口の方で異動があった場合には、きちんとそういうもの

の手続きもしていただかないといけませんというお知らせを徹底するようにお願いを

して、こういう事態が起こらないような方策をとらせていただいております。今後こ

ういうことは起こらないのではないかというふうに理解をしておりますので、ご理解
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をお願いいたします。ご説明になりましたかどうか。  

○議員（１７番  野口俊明君）  議長、１７番。わたしまあ回数がきちゃって、ちょ

っと……。 

○議長（鹿島 功君） はい、もう一度最後。１７番  野口俊明君。   

○議員（１７番  野口俊明君）  えーと、わたしね、今の最後の課長の説明よりか、

町長にですね、そういういろんなものが、やっぱり行政として使えるようなシステム

のあれを、町だけで考えてもできない法令とか状態なら、県、国に対してのあれをど

うですかということでお伺いしてるんですが、それについては答弁いただけないとい

うことですか、どうですか。 

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。野口議員さんの再質問でありますが、今集落排水事業

の決算認定の議案の質疑をいただいている中で、今還付にいたった経緯、それについ

て担当課長が答弁をいたしました。それについては決して個人情報保護法の問題では

ない、住民票と連動していなかったということでの課題だということでの課題だとい

うふうに答弁をしたというふうに思っております。今ご質問いただいている個人情報

保護法、これと行政運営との関わりの中での制約、という課題についての答弁だと大

変大きな、あるいは課題になるわけでありますけれども、この場で答弁せよというこ

とでありましたら、私見としての答弁をさせていただきますけれども、いずれにして

も今個人情報というのは非常に厳しい制約の中で、今われわれ公務員等も運用してお

るわけであります。しかしながら、行政情報としてわれわれ職員の間の中では、業務

の中では、融通をきかせながらというか、情報の共有化はできるわけでありますけれ

ども、ただ先ほどちょっとご質問の中で言われた民生委員さん辺りへの情報提供、や

はりこれについてはやはり制約があるわけでありまして、ですから今われわれとして

も課題として防災対策の中で独居世帯や、あるいは支援の必要な世帯、そういった方々

がどこに住んでおられるかという情報、この部分をわれわれとしてはもっております

けれど、いざという時に、それは解除していかないと使えないわけでありますので、

だからこれについてはどういった形でこれを消防団であったり、民生委員であったり、

いろんな方々にその情報がどのタイミングでどうしたら提供できるかというようなこ

と、これは大きな課題としてわれわれとしても研究はしておりますし、また法を運用

する中でのそういった使い方、これも法の中でできることもあるんではないかなと思

っていますから、そういったのは当然、わらわれとしても課題としては持っておると

ころであります。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 全般にわたりましての質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島  功君）  なしということで認め、これで質疑を終わります。ここで暫
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時休憩いたします。２時３５分まで休憩いたします。  

午後２時１９分 休憩 

────────────────・───・────────────────  

午後２時３５分 再開 

日程第１６ 議案第１２０号 

○議長（鹿島  功君）  再開いたします。日程第１６、議案第１２０号  平成１９年

度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

まず歳入全般について質疑ありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 次、歳出全般について質疑はありませんか。  

○議員（１９番 荒松廣志君）  議長、１９番。  

○議長（鹿島 功君） １９番、荒松廣志君。 

○議員（１９番  荒松廣志君）  先ほどの国保の特別会計と一緒のことでございます

けれど、不納欠損についてお伺いしたいと思いますが、この公共下水道特別会計の不

納欠損額が昨年は６７万２，０００円ぐらいですか、であったのが、今年は８０万か

らの不納欠損が増え、１４０万からの不納欠損額になっております。この一気にこれ

だけの欠損額が上がった理由、先ほど国保の場合は、生活困窮者とかいう話もあった

ですけども、あまりにも上がり方が、欠損額の上がり方が激しいように思いますので、

もうちょっと分かりやすく、説明を願いたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。荒松議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○水道課長（舩田晴夫君） 水道課長。 

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（舩田晴夫君）  ただいまのご質問にお答えさせていただきます。平成１

９年度に不納欠損増えましたのは、前の年に税務課の方で倒産、行方不明等本人の死

亡というようなことで、税金の方の不納欠損処理をされた方にも、下水道料金等の未

納額がありましたので、それも１９年度に処理をさせていただいたということでござ

いますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。  

○議員（１９番 荒松廣志君）  議長、１９番。  

○議長（鹿島 功君） 荒松廣志君。 

○議員（１９番  荒松廣志君）  わたしが心配しますのはね、だんだんだんだんこう

いうふうに不納欠損、当然していかなきゃいつまでも入らない借金を抱えておっても

駄目ですけども、本当に素人的な質問になりますけど、こういう施設等についてね、

設置したときには、当然払っていく考えで下水道設置するわけですよね。で、そのや
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むを得ん事情で無くなる、あるいは家を出てしまわれた場合には、もう施設そのもの

も放置してしまって出られるわけだから、保険でも掛けていくような方法はできんも

んですかね。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君） 議長。再質問にも担当課長から答弁させていただきます。  

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（舩田晴夫君） 事前に民生委員さん等からご相談がありました場合には、

廃止届けを極力出していただかないと基本料金がずっと毎月かかりますというご説明

をして、廃止届けを極力出していただくようにしております。  

ただそのそういう施設等に入られずにですね、倒産、夜逃げというような形、借金

等で行方が分かられなくなった方、というようなところについては、ちょっと把握の

しようがありませんで、そのままかかってしまっておると、本人さんからの申請がな

い以上はかけざるを、停止することができないというような事態もございますので、

周知徹底がなかなか全てにわたっていかないというのが実情でございます。以上です。 

〔「了解、どうしようもない。」と呼ぶものあり〕 

○議長（鹿島 功君） 他に。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・──────────────── 

日程第１７ 議案第１２１号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１７、議案第１２１号 平成１９年度大山町風力発電

事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第１８ 議案第１２２号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１８、議案第１２２号 平成１９年度大山町温泉事業

特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第１９ 議案第１２３号 

○議長（鹿島  功君）  日程第１９、議案第１２３号 平成１９年度大山町宅地造成

事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

歳入歳出の全般について質疑はありませんか。  
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○議員（２番 西尾寿博君）  議長、２番。 

○議長（鹿島 功君） ２番、西尾寿博君。 

○議員（２番  西尾寿博君）  歳入の方ですが、違約金及び延滞利息というふうにあ

ります。５２万５，０００円、これ１割を多分とったのかなというふうに思われます

が、この理由とか中身的なことをお聞きしたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。西尾議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○議長（鹿島 功君） 建設課長。 

○建設課長（押村彰文君）  議長。ただいまのご質問にお答えいたします。違約金の

考え方でございますけども、まず宅地分譲契約を結びます時に、契約解除についての

要項が定めてございます。契約解除をする場合には、まず違約金を１割相当額いただ

くという条文の中で契約を結んでおるところでございますが、この事例につきまして

は、７年経過しても建築の見込みがたたないということで、ご本人から契約解除の申

し出がございました。そのために町といたしましては、違約金をいただくという約束

の中で、契約解除したものでございます。以上でございます。  

○議長（鹿島 功君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

────────────────・───・────────────────  

日程第２０ 議案第１２４号 

○議長（鹿島  功君）  日程第２０、議案第１２４号 平成１９年度大山町情報通信

事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑を行います。  

まず歳入全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 次、歳出全般について質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第２１ 議案第１２５号 

○議長（鹿島  功君）  日程第２１、議案第１２５号 平成１９年度大山町水道事業

会計決算の認定についての質疑を行います。収入支出全般について質疑はありません

か。 

○議員（９番 秋田美喜雄君）  議長、９番。 

○議長（鹿島 功君） ９番、秋田美喜雄君。  
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○議員（９番  秋田美喜雄君）  ２点ほど伺います。まず１点目は、有収率８５％、

これはわたしも素人ですから、多いか少ないかよく分かりませんけど、１８年、１９

年まず変わってません。それでだいたいまあ公共下水、集落排水でまあ水道工事もだ

いたい完了というか、悪いところは直されてきておりますので、まあ有収率も上がっ

てくるのは当然かなとは素人的に思います。それはまず、一点。  

それと水道料金がいずれは一律になるわけですけど、ちょっと８，０００万ほど、

２年間で上がってきています。これをどういうふうな格好でされていくのか。まあ水

道料金が一律になる、値上げになる、まあ「明日からしますよ」というわけにはなり

ませんでしょうから、どういう考えで対応されていくのか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。秋田議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○水道課長（舩田晴夫君） 水道課長。 

○議長（鹿島 功君） 水道課長。 

○水道課長（舩田晴夫君）  ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。まず

第１点の有収率８５％、これはどうかということでございます。平成１９年度には下

水道に関連をいたしまして、工事を行いました箇所が１１箇所ございます。それから

有収率を低下させる大きな原因には、火災の際の消火栓の使用、それから部落清掃等

のときに消火訓練を相当数の集落でやっていただいておりまして、これも有収率の低

下の一環ではないかというふうに考えておりますけども、下水道工事が終わりました

し、それから中山の住吉第２踏み切りの下で漏水があって、これの改修も終わりまし

たので、多少は有収率が上がっていくだろうというふうに予想をいたしております。  

 それから水道料金７，０００万の赤字があるがというご質問でございました。水道

料金の統一に向けて３月に水道料金の改定の検討委員会を設けていただきまして、改

定の方向性を出していただきまして、で、それを条例改正に向けて今詰めの作業を行

っておるところでございまして、この不納欠損額が多少なりとも条例改正を行ってい

くにつれてですね、減少していくであろうというふうに予測をいたしておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いを申し上げします。以上です。 

○議員（９番 秋田美喜雄君）  議長、９番。 

○議長（鹿島 功君） ９番、秋田美喜雄君。  

○議員（９番  秋田美喜雄君）  ということは、まずここ近いうちの値上げはないと

理解してよろしいわけですよね。  

○議長（鹿島 功君） 答弁。水道課長。 

○水道課長（舩田晴夫君）  今現在条例改正の準備中でございまして、これはトップ

の方と相談しながら、条例改定の時期を決めていきたいと、それで皆さんに料金改定
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の条例の提案をさせていただきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願い

申し上げます。  

○議長（鹿島 功君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第２２ 議案第１２６号 

○議長（鹿島  功君）  日程第２２、議案第１２６号 平成１９年度大山町索道事業

会計決算の認定についての質疑を行います。収入支出全般について質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第２３ 特別委員会の設置及び付託 

○議長（鹿島  功君）  日程第２３、特別委員会の設置及び付託についてお諮りしま

す。 

本議会に提出されていました議案第１０７号から、議案第１２６号までの２０議案

については、２０人の委員で構成する「決算審査特別委員会」を設置し、これに付託

して審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島  功君）  異議なしと認めます。したがって、議案第１０７号から議案

第１２６号までの２０議案は、２０人の委員で構成する「決算審査特別委員会」を設

置し、これに付託して審査することに決定しました。  

お諮りします。ただいま設置されました「決算審査特別委員会」の委員の選任に  

ついては､委員会条例第９条第１項の規定によって、全議員を指名したいと思います｡

ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 異議なしと認めます。したがって、「決算審査特別委員会」の

委員は、議員全員を選任することに決定しました。  

────────────────・───・────────────────  

○議長（鹿島  功君）  ここで暫時休憩いたします。決算審査特別委員会を開いて委

員長・副委員長の互選を行います。議員控室に移動してください。  

午後２時４７分 休憩 

────────────────・───・────────────────  

午後２時４９分 再開 
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日程第２４ 特別委員長及び副委員長の互選結果の報告  

○議長（鹿島 功君） 再開いたします。 

日程第２４、特別委員長及び副委員長の互選結果の報告をいたします。ただいま設

置になりました決算審査特別委員会の委員長に荒松廣志君、副委員長に秋田美喜雄君

が互選されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第２５  議案第１２７号   

○議長（鹿島 功君） これから、議案第１２７号 平成２０年度大山町一般会計補正

予算（第４号）から議案第１３５号  平成２０年度大山町索道事業会計補正予算（第

２号）まで計９件を議題としますが、この補正予算案件については、本日質疑、討論、

採決まで行いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、日程第２５、議案第１２７号 平成２０年度大山町一般会計補正予算（第

４号）についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

○議員（１７番 野口俊明君） 議長、１７番。  

○議長（鹿島 功君） １７番、野口俊明君。 

○議員（１７番  野口俊明君）  そういたしますと、何点かやりますが、４ページ、

９ページ、１３ページ、１５ページの中でやらせていただきます。  

 まず４ページですが、歳入で水産漁村再生交付金が２００万の減額ということで県

の補助金ですが、これについての説明をお願いいたします。 

 続きまして９ページ、総務費の税務総務費でございます。これの２３の償還金利子

及び割引料で年度当初２，３００万という金額がついておりました。これにつきまし

て例年は２００万、今年は２，１００万ということでありましたが、また３割以上の

６５０万という大きな補正でございます。これについての理由、お伺いしたいと思い

ます。 

 続きまして１３ページ、農林水産業費の農業振興費ですが１９の負担金補助及び交

付金です。これにつきましては、この中４項目、５項目ですか、お伺いしたいと思い

ますが、野菜価格安定対策負担金、これは当初予算なしで今回１９万３，０００円の

補正でございます。これについての内容説明をお願いします。  

それから続いて農地・水・環境保全向上活動支援事業負担金です。これ当初８３２

万でしたが今回１０９万２，０００円の補正ということで、これにつきましての内容

をお願いいたします。 

それからチャレンジプラン支援事業補助金であります。これが当初９００万で２件

ということございました。これがあれでは、今回の補正では、３２２万８，０００円、

２１５万１，０００のあれがくる分という、思いますが、これについての説明。  

それから続きましてこれも当初予算措置がしていなかった次世代鳥取梨産地育成事
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業補助金であります。９８３万７，０００円ということでこれについての説明をお願

いいたします。  

それから同じく林業振興費の中の１９の区分ですが、この中で未整備森林緊急公的

整備導入モデル事業補助金、これが当初１２５万が今回倍の結局、倍になるまた１２

５万ということで増になっていますが、これについて説明をお願いいたします。  

それからその下の森林環境保全税関連事業費補助金ですが、これが当初なし２８１

万今回ついたわけですが、これについての説明をお願いします。これにつきまして、

ちょっとお伺いしたいのは、当初予算で林業総務費の中で全国森林環境税創設促進連

盟負担金なんていうのが２万円ほど当初組んでありますが、これと関連があるのかな

いのかということをお伺いします。  

あと１５ページで、商工費の中の観光費で、にぎわい復活事業につきまして、まあ

需用費と委託料が補正になっておるわけですが、光熱水費が当初４９万円２，０００

円が１４万２，０００円プラスになり、それからにぎわい復活事業で当初５００万が、

あ、５万が今回プラス１５万ということですが、１３の委託料で当初２２万５，００

０円が今回３５１万６，０００円の増の補正ということですが、これにつきましての

詳細説明をお願いしたいと思います。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君） 議長。野口議員の質問には  それぞれ担当課長の方から答弁

させていただきます。  

○議長（鹿島 功君） それぞれの担当課長、手を上げて。農林水産課長。  

○農林水産課長（池本義親君）  何点かご質問いただいております。まず一点目でご

ざいますが、歳入の農林水産業費県補助金であります。２００万円の減額いたしてお

りますのは、当初事業のスタート時点では１億９００万の事業費を見込んでおりまし

た。今回見直しをいたしまして１億５００万に事業費を落としております。その関係

で２分の１の交付金でございますので２００万円の減といった内容でございます。  

 次に１３ページの農業振興費の関係です。野菜価格安定対策負担金の１９万円の増

でありますが、これはあまり特定野菜等供給産地育成価格の下の補給事業ということ

で行っております。このたび、ブロッコリーの交付予約が数量にしまして３５トン増

加をいたしました。このために追加負担が発生したものでございます。  

 次に農地・水・環境保全構造活動支援事業であります。１９年度からこの事業行っ

ておりますが、１９年度におきましては２５組織が取り組みをいただいておりました。

で、今年度６月末が締め切りといたしまして、新規の取り組み組織の方を募集いたし

ておりました。この関係で、２５組織となりましたが、当初予算では３０組織分を見

込んで予算計上いたしておりましたが、実績といたしまして３６組織取り組んでいた

だくということになりました。また合わせまして、面積も当初の予定面積と申請をい
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ただきました面積との調整がございまして、その関係で増額の補正を計上いたしてお

ります。 

 次に、チャレンジプラン支援事業でございます。チャレンジプランにつきましては

当初予算、それから６月にも補正をさせていただいております。で、今回１件非常に

若い方でありますが、農業後継者ということで新規就農されます。で、先般農業認定

者として認定をいただいておりました方でございますが、トラクターを購入されると

いうことの申請が出てまいりましたので、その１件につきましての増額の補正でござ

います。 

次に、次世代鳥取梨産地育成事業補助金であります。この事業につきましては、今

年度新規に鳥取県の方で創設されました事業であります。次世代鳥取梨産地育成事業

といった内容の事業でありまして、新品種の導入、また生産安定等の生産基盤の整備、

また産地作りを支援をし、鳥取県育成オリジナル新品種の産地育成を早期に進めると

いった内容の事業でありまして、６月末が取りまとめとなっておりまして、ＪＡを通

じまして取りまとめをいたしました。結果４件の申し込みがございましたので、新規

事業として補正で計上いたしております。  

次に、未整備森林緊急公的整備導入モデル事業補助金でございます。この事業につ

きましても、１９年度の補正で入れたもんでございますが、いわゆる手がつけられて

いない荒廃した森林について、除間伐を緊急的に行うことが必要といった未整備森林

を解消するために創設されました事業でモデル的に取り組んでいるところであります

が、当初予算の段階では、今在家・赤松・前といった３地区を予定いたしておりまし

たが、今回、鈑戸地内の山林につきまして申し出がありましたので５ヘクタール分の

予算を計上いたしております。  

次に、森林環境保全で関連事業であります。負担金との関連ということがございま

したが、負担金との関連はございません。この事業につきましても新規事業でありま

す。全国的に竹林が管理がされていないといったことで隣接地に竹が伸びていって被

害を及ぼしたり、また道路上に倒れたりといった事での被害、そういったことについ

ての対策ということで、新しく県の事業として創設されました。県が１０分の９持ち

ます。で、１０分の１は地元負担となっています。で、今回４地区につきまして、申

し出、申し出っていうか相談がございました。竹が自分のところ生えておって、隣り

の農地に被害を及ぼしていると。で、竹林整備について事業はないだろうかといった

相談もございました関係で、今回県の方と協議の下で事業を実施するといったことで

２８１万の補正を計上いたしております。以上でございます。  

○大山振興課長（福留弘明君） 大山振興課長。 

○議長（鹿島 功君） 大山振興課長。 

○大山振興課長（福留弘明君）  続いてお答えいたします。予算書の１５ページの方
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でございますが、まず需用費の光熱水費１４万２，０００円の増でございます。これ

は２カ所ございまして、旧眺海荘、現在モンベルが入居している建物でございます。

モンベルに引き渡しましたのが、実は７月からとなりました関係で、４月から６月ま

での３カ月分の光熱水費をお願いするものでございます。これが約１０万２，０００

円であります。そして残りの４万円でございますが、参道ギャラリーが大変湿気が多

くて除湿機を導入いたしました。その関係で当初見込みよりも電気代が多くかかると

いうことで４万円の増額をお願いしているものでございますが、なお光熱水費につき

ましては開館しています４月から１１月につきましては実績額を参道ギャラリーの実

行委員会の方から町の方が改めていただくということでございます。  

修繕料でございますが、これは参道ギャラリーのトイレでございまして、この春再

開館をしました際に、原因不明、当初は原因不明だったわけですが、トイレが詰まり

まして逆流事件がございました。それの原因究明と修繕に掛かる経費ということでこ

のたびお願いするものでございます。  

 次に、委託料でございますが、これはモンベルが入居しております旧眺海荘の屋根

の修繕に掛かる経費をお願いするものでございます。当初屋根につきましてはもう少

し先でもよいのではないかという見込みでございましたが、この夏雨漏りの兆候等が

ございまして営業店舗としてこの冬を越せるかどうかというところがございますので、 

前倒しでの修繕をお願いするものでございます。以上です。  

○税務課長（中田豊三君） 議長、税務課長。 

○議長（鹿島 功君） 税務課長。 

○税務課長（中田豊三君）  ９ページの税務総務費の償還金利子及び割引料の中の徴

税等更正還付金６５０万についてお答えいたします。当初予算では２，３００万計上

いたしておりますが、これはほとんどが税源移譲によります個人住民税の還付金でご

ざいます。今回の６５０万円は法人住民税の還付金が６００万、それから個人住民税

還付金が５０万円でございます。これは１９年度に徴収いたしました法人住民税が、

申告によりましてだいぶ多くいただいていたようでありまして、今回還付することに

なったものでございます。以上でございます。  

○議員（１７番 野口俊明君） 議長、１７番。  

○議長（鹿島 功君） １７番、野口俊明君。 

○議員（１７番  野口俊明君）  今日の質問の中でも農業が何ていうか、活気がある

ということはいいことだということの話があったようですが、まあとにかく本当にい

ろいろ補助金にしてもいろんな補助金もあるわけで、新しいもの取り組んでいただく

ということ、早速良かったなという気がするわけですが。この次世代の梨の４件の申

請ということに対して先ほど新品種とか、生産とかいろんなことがあったようですけ

れど、どういうものに取り組まれるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。  
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 それから森林環境補助の４地区が取り組まれるというようなことですけれど、これ

は地区でいわゆる申請、事業をするのか、または町が代行、町とか県とか代行してさ

れるのか、そういうことについて、少し内容をお知らせください。  

 それからにぎわい復活ギャラリーのトイレということでありますが、わたし今年ち

ょっとお邪魔してみたときに、この参道ギャラリー、ここはたくさん開かずの間があ

るような気がしております。そこに勤めておられる人も何なのか見たこともないし、

あれでもないという話もしておられましたけど、ここら辺の外から横からみるとボロ

ボロになっていってまだまだ修理でもしなくちゃならないのではないかという気もす

るわけですが、そこら辺の把握というものはまあしておられるのかおられないのか、

これについてちょっと伺いします。 

○議長（鹿島 功君） 答弁、順次、課長。大山振興課長。  

○大山振興課長（福留弘明君）  それでは先に参道ギャラリーにつきましてお答えを

いたします。ただいまのご質問の開かずの間というのは、恐らく２階以上の部分のこ

とであろうかと思いますが、あの建物につきましては、活用策を考える中で２階以上

の修繕そして活用についてはいろいろ課題が多いということもございます。例えば消

防法ですとか、クリヤが必要でございますので、現在は１階のみの活用ということで、

整備を行ったところでございます。  

 従いまして、２階よりも上の部分の現状につきましては、防水工事等も行う中で十

分に認識はしております。以上です。 

○議長（鹿島 功君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（池本義親君）  ２点ご質問いただいています。再質問いただいてお

ります。１点目の次世代鳥取梨産地育成事業でありますが、内容につきましてです。

まず新植と改植、これ３０アールになりますが面積が、これ１件です。新植と改植に

伴う網みかけ、施設の整備、これが２３ヘクタールになりますが、１件。それから潅

水施設６３アール、これが２件、防除用機械購入１件でございます。  

 森林環境保全税関連事業費補助金の関係でございますが、竹林の所有者と市町村、

それから事業を行うＮＰＯあるいはボランティア団体、森林組合等々が協定の締結を

いたします。対象となっております竹林につきましては、個人所有の竹林でございま

す。 

○議員（１７番 野口俊明君） 議長、１７番。  

○議長（鹿島 功君） １７番。  

○議員（１７番  野口俊明君）  ということは、これは個人で申請してもいいし、そ

の地区とかいろんな申請方法があるということですね。で、事業にしても何か今の話

では、町でも受けてやってやる、それから個人の団体とかあれでもやってもいいとい

ういろんなことができるということでなんかわたしの聞き方が悪いのかいいのか、説
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明受けたような気がするんですけれど、ということは、いわゆる何ていうか気が付い

た者がたとえば町にあそこがあれだぞって言えば、町がもしもそれを認定すれば区長

がやってやるというような格好もなるということですね。そこら辺をもう少し、わた

しの言い方が悪い、聞き方が悪いのかいいのかちょっとわからないけれど、質問のし

ようもちょっと分からんという、そういう受け止め方になっちゃったもんですから、

もう少し分かりやすく説明、この取り組み方法について教えていただければなという

気がしますし、それからもう１点はモンブランでなしに、そのあれ、ギャラリーです

けど、それ把握しておられるということで安心したわけですけど、結局それの把握に

ついてはやっぱり何ていうか、定期的とかいろんなことでやられるのか、１年１ぺん

ぐらいでしまわれるのかそこら辺の管理方法、状況をもう少し説明願いたいと思いま

す。 

○議長（鹿島 功君） 答弁、農林水産課長。  

○農林水産課長（池本義親君）  事務自体が６月にできました新規事業で、これから

事業を行うといったもんで実績がない事業であります。で、事業主体としましては、

市町村でもよろしい、森林所有者でもよろしい、森林組合でもよろしいといったこと

になっています。で、今のところ１０分の１の地元負担金がございますので、当然森

林所有者が申請されんないけませんし、あと事業主体については、協定を行いますの

で、そこで相談ということになりますが、町としましては、森林組合あるいは森林所

有者の方に事業主体となっていただきたいというふうに考えております。  

○議長（鹿島 功君） 大山振興課長。 

○大山振興課長（福留弘明君）  参道ギャラリーの管理体制への件でございますが、

週に１回とかの定期的な点検は行っておりませんけれども、大風がふいた場合、ある

いは大雨が降った場合というような時には、適宜点検にあがっておりまして、平均す

ると月１回以上は、２階以上の部分についても点検を行っておりますし、これからも

適宜行っていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。以上です。 

○議員（２０番 西山富三郎君） 議長、２０番。 

○議長（鹿島 功君） ２０番。  

○議員（２０番 西山富三郎君） ９ページです。１番上段に固定資産税土地評価情

報取込業務委託料３９万４，０００円があがっています。来年は固定資産税等の評価

変えであります。これに対して土地とありますが、この土地はあれですか、形状によ

って差をつけるというふうなお考えのもとですか。ここのことについてですね、ご説

明願います。以上です。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長、西山議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 
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○税務課長（中田豊三君） 議長、税務課長。 

○議長（鹿島 功君） 税務課長。 

○税務課長（中田豊三君）  はい、ただいまのご質問にお答えいたします。ただいま

のご質問では、土地の形状によりまして、平成２１年度に予定しております固定資産

税の評価変えに合わせまして差をつけるということだったんですけれど、これは差を

付けるんじゃございませんで、今現在土地の形状、例えば三角形とかの宅地とかです。

これがは不均衡でございまして、この不均衡の現在の評価をですね、全町を統一する

ためにやります業務の委託でございます。以上でございます。  

○議員（２０番 西山富三郎君） 議長、２０番。  

○議長（鹿島 功君） ２０番。  

○議員（２０番  西山富三郎君）  格差差額というふうな表現をしましたが、そうい

たしますと、三角屋敷と四角な屋敷では、四角な屋敷の方が使い便利がいいわけです

から、これを適正に評価する、適正に評価にもっていくということですか。  

○議長（鹿島 功君） 税務課長。 

○税務課長（中田豊三君）  はい、まあ適正な評価と申しあげますと、そうでござい

ますが、先ほどから申しましておりますように、土地の形状によりましての評価をで

すね、あまり今までは考慮がしていない状態が続いておりましたので、今回の評価変

えに伴いまして、形状によります評価の差もつけようということでございます。  

○議員（２０番 西山富三郎君） 議長、２０番。  

○議長（鹿島 功君） ２０番、西山富三郎君。  

○議員（２０番 西山富三郎君） 形状の種類は何種類ぐらいに分かれますか。  

○議長（鹿島 功君） 答弁、税務課長。 

○税務課長（中田豊三君）  ただいまのご質問につきましては、何種類とかというこ

とは把握しておりません。以上です。  

○議員（８番 岩井美保子君） 議長、８番。 

○議長（鹿島 功君） ８番、岩井美保子君。   

○議員（８番  岩井美保子君）  ２点質問いたします。１３ページの先ほど野口議員

が言われました次世代鳥取梨産地育成事業補助金ということであがっています。今回

大山町の梨は天皇陛下の献上梨ということで今日選果をされているようでございます。

ずっと続いていったらいいなと思いまして、この事業大変喜ばしいことだと思ってい

ますが、これには新品種ということの取り組みで出るわけではないでしょうか。今頃

新甘泉とか、それから今、田辺先生が一生懸命で育てておられますまだ名前の付いて

いない梨があるんですが、そういうふうな梨を先駆者というか、そういう方々に出る

補助じゃなくて、先ほど４件ありました皆さんのほ場とか何とかいろいろなことをさ

れるのみに出る補助金なんでしょうか。ということが１つと、それから１７ページ土
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木費で住宅費の中でさざんか団地の白アリということが出ております。これ１２０万

６，０００円ほどあがっておりますですが、これはどのような状態であったのか。１

００万からの白アリ駆除っていいますと大変な事業じゃないかと思いますが、いかが

でしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。岩井議員さんの質問にはそれぞれ担当課長から答弁さ

せていただきます。   

○議長（鹿島 功君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（池本義親君）  次世代鳥取梨産地育成事業の質問でございますが、

以前には梨促進再生事業っていう事業が、平成１９年を最後にありました。でこれに

続く事業かなとは思っております。で、新植もですし改植も、それから施設の対象に

もなっております。ですんで、前にあった制度と同じような形だと。今回の分につき

ましては、新甘泉と夏姫、この２品種を改植、新植されるといった内容でございます。 

○建設課長（押村彰文君） 議長、建設課長。 

○議長（鹿島 功君） 建設課長。 

○建設課長（押村彰文君）  １７ページの住宅管理費の役務費の一般手数料白アリ駆

除の説明をさせていただきます。さざんか台団地の全部で５０戸あるんですけども、

実は、１９年も、昨年度ですけれども、ここも何戸か白アリの駆除をしております。

今年も調査をしておりまして、やはり白アリの被害が出ている家屋数が１１戸あると

いうことで調査を終えたところですけれど、多額の費用がかかるということですが、

１戸辺りざっと１１万程度の駆除が掛かるということで見積もりをし、計上させてい

ただいておるところでございます。以上でございます。  

〔「はい、了解。」と呼ぶものあり）  

○議員（１８番 沢田正己君） 議長、１８番。  

○議長（鹿島 功君） １８番、沢田正己君。   

○議員（１８番  沢田正己君）  ４ページの県の補助金に先ほど野口議員が質問して

おりました鳥取県梨産地育成事業補助金についてですが、これが８６３万７，０００

円ついておりますし、ところが１３ページには、こりゃあ、振興費の同じ項目であり

ながら、９８３万７，０００円ということで１２０万ほどの差額がついておるんです

が、この内容を一つと。  

それからもう一つ、先ほど夏姫、それから新甘泉の補助ということですが、この内

容については前と変らずに苗木の補助ですか。そこら辺は、先ほどいろんな説明もあ

ったわけなんですが、特に夏姫、新甘泉についてはどういう補助の仕方をされるのか。

苗木なのか、それとも他に何か方法でもありましたら、伺いたいと思います。それか

ら、まあ今のところそれで答弁願います。  
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○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。沢田議員の質問には担当課長から答弁させていただき

ます。 

○議長（鹿島 功君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（池本義親君）  まず補助金の関係とそれから歳出の関係の差であり

ます。まず補助率がそれぞれ新植改植等また潅水施設等は違っております。で、新植

改植につきましては、３分の２が県の補助金であります。残りは地元負担であります。

で、潅水施設につきましては２分の１を県が補助、６分の１を町が補助、防除用機械

につきましても同じく県が２分の１、町が６分の１でございますので、その差し引き

したものが歳入歳出の差額というふうになります。新植についての内容でございます

が、これはＪＡさんの方に支出、支出といいますか事業主体として町の方としては歳

出しますので、内容につきましてはあとはＪＡさんの方の対応になりますので、はっ

きりしたところちょっと今のところ分かりません。  

○議長（鹿島 功君） １８番いいですか。他に。３番、吉原美智恵君。  

○議員（３番  吉原美智恵君）  ４ページの県支出金ところで社会福祉費県補助金で

小規模作業所運営費補助金９８万９，０００円、地域生活体験モデル事業補助金５万

２，０００円が上げられております。で、支出の方もありますが、地域生活体験モデ

ル事業とはどんなものでしょうか。  

 それから小規模作業所運営は厳しいわけでありますが、その県の補助金をどのよう

に反映されて２つの事業所に分けておられますでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 

○町長（山口隆之君）  議長。吉原議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○福祉保健課長（戸野隆弘君） 議長、福祉保健課長。 

○議長（鹿島 功君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（戸野隆弘君）  ２点の質問にお答えさせていただきます。まず、地

域生活体験モデル事業の補助金はどういうものかということですけども、在宅におら

れる障害児あるいは障害者の方が親元と離れてアパートなどでひとりで生活ができる

ようなそういうような体験をですね、住宅ですとかグループホームの空き部屋を利用

して行うと、それは事業者がそれを行うわけですけども、その経費の一部を補助する

ものということであります。今回の補正でありますけども、年度当初２人の対象者が

ありましたですけれども、現在２人増えまして４人必要がありますので、その分を補

正をさせていただくものです。  

 それと２点目でありますけども、小規模作業所の運営費の補助金のことであります。

今回の補正につきましては、これはストーク作業所の関係でありますけども、ストー
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ク作業所は当初、年度当初に新体系の方に移行してこの小規模作業所という補助金の

対象ではなくなるという予定でありましたですけれども、ストーク作業所が別途受け

られます県の施設整備補助金、施設の増築の関係ですけども、この事業が先にですね、

すまないとこの施設整備補助金の該当から外れるということになって、その方の制度

の状況が、県のいろんな手続きが予定通り進まなかったということがありまして、今

時点では９月中にそういうこちらの方の施設整備の補助金も決定をされると。それが

すんですぐ移行ができるという予定でありますので、この補正はその間の小規模作業

所の運営費補助金の該当にストーク作業所がなりますので、その分の補正であります。 

それと小規模作業所の運営状況厳しいがその状況は、ということでありましたが、

それはホットサロンも含んでの質問だったでしょうか。以上のでよろしいでしょうか。 

〔「今の補助金の振り分け方を聞いたわけで、２つの事業所がありましたということで、

ストークさんだけっていうことですか。」と呼ぶものあり）   

○福祉保健課長（戸野隆弘君） はい、はい、今回の補正はそうでございます。  

○議長（鹿島 功君） 他にありませんか。  

○議員（６番 森田増範君） 議長、６番。 

○議長（鹿島 功君） ６番、森田増範君。 

○議員（６番  森田増範君）  ２点だけ尋ねたいと思います。１点目は債務負担行為

の補正ということで、学校給食調理等委託金ということで載っております。これにつ

いての中身の説明と民間委託ということの中での取り組みであると思います。従来と

比べてどれくらいの減額が見込めるのかなということが分かりますればお答え願いた

いと思います。試算でも結構でございます。  

 それからもう一つは、ページでいきますと１２ページになります。先ほどの決算と

の関連もあります衛生費の中の予防費、委託料減額の２５１万９，０００円あります。

これについての説明を求めたいと思います。  

○議長（鹿島 功君） 教育長。 

○教育長（山田  晋君）  議長、教育長。ただいまのご質問について担当課長より答

弁させます。   

○学校教育課長（西田恵子君） 議長、学校教育課長。  

○議長（鹿島 功君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（西田恵子君）  質問にお答えいたします。学校給食の民間委託につ

いてでございます。ただいま試算中でございますが、２億１，０００万債務負担をし

ております。だいたい単年度で７，０００万程度で予定しておりますけれども、現在

給食センター、給食調理場で行っている民間委託予定している経費の辺りが多いので、

このたびするものです。ざっとした感じで２０年度の経費が７，６００万程度、予算

でつけておりますので、今よりは民間委託した方がいいと考えております。  
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○議長（鹿島 功君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（戸野隆弘君）  予防費の健診等の委託料の減額のご説明をさせてい

ただきます。この委託料につきましては、集団検診のときに、お世話になります保健

事業団の方にお支払いをするわけですけども、従来は一旦町の歳入雑入の方で入れま

して、そしてそれを町の方から保健事業団の方に後日支出を、お支払いをするという

形をとっておりました。今年度から現場の方で保健事業団の方が直接住民の方からそ

れを受け取っていただくというふうに変えております。従いまして５ページの方の歳

入の方でですね、２０番衛生費雑入２５１万９，０００円同じ金額の歳入とこれと連

動しておりまして減としたものであります。以上です。  

○議員（６番 森田増範君） 議長、６番。 

○議長（鹿島 功君） ６番、森田増範君。 

○議員（６番  森田増範君）  教育の関係、給食の関係の方ですけれど、もう少し詳

しく説明していただければなと思いますので、この点をもうちょっと加えます。  

それから予防費の関係ですけれども、現場でのお金の受け渡しという捉えかたの中

での、ということがありますけれども、結果としては両方減額ですから、いわゆる前

年、あるいは計画と比べると非常に少ない受診者減、いわゆる受診された方がこの金

額からするとかなり少ないということなのかなという具合に把握するわけですがこの

点についてはどうでしょうか。  

○議長（鹿島 功君） 答弁。学校教育課長。  

○教育次長（狩野 実君） 議長、教育次長。  

○議長（鹿島 功君） 教育次長。 

○教育次長（狩野  実君）  再質問の方にわたしの方からお答えいたします。まず学

校給食の調理業務の民間委託ですが、３年間ということで今考えております。で、２

億１，０００万ということですので、年７，０００万ということで今試算をしていま

す。で、この７，０００万の根拠ですが、現在１８、１９年度のこの委託部分に掛か

る経費がだいたい７，０００万円程度、で、今年度予算については少し７，０００万

をオーバーを先ほど課長からあったようにオーバーしていますが、この業者委託のち

ょっと今うちの方が図りにくいなと思っていますのは、実は数社から見積もりをとっ

ているんですが、金額的にはものすごくばらつきがありまして倍半分ぐらい、実はば

らつきがあります。で、これは人数は、例えば一つの給食センターに７人配置すると

いうことでそういう人数的なものや規模については示したわけですが、ただどういう

職員を配置するのか。たとえば正職員、常勤の正職員なのか、嘱託職員なのかあるい

はパート職員を複数使うのか、その辺りでそういうところまでの指示を現時点でして

おりませんので、随分開きがありまして、その中でちょっと読みにくいというところ

がありまして、今の段階では１９年度程度のところで予算の部分については、組んで
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はいます。今後、実際に給食センターあるいは給食調理場も全く施設が違いますので、

同じ食数を作るんでも施設が違えば掛かる人数もまあ違ってくるということもありま

すので、そういうところじっくり業者の方にも見ていただきながら、細かな詰めを少

ししていく必要がまだまだあるなと思っています。その中で、契約というか選考は前

にも少しお話をしましたが、入札ということではなくて、プロポーザル形式をとって

いきたいと思っていますので、この予算的な部分も当然大きな要素にはなってきます

が、まあその他の要素も含めてもう少し詰めた形で仕様書も作っていって詰めていき

たいなと思っています。  

 で、そういうところですので、現在実際にはどれくらいじゃあ財政的には浮いてく

るのかっていうところについては、ちょっとまだはっきりした試算はしにくい段階で

すが、先ほど言いましたように複数とった中で、まあそのとったものも参考にし、今

の１９年度の決算の額等も参考にして７，０００万という数字を出していますので、

少なくともこの金額を下回るであろうということで考えています。まだいくらぐらい

とか何割ということははっきりとはちょっと今申し上げ難い状態であります。以上で

す。 

○議長（鹿島 功君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（戸野隆弘君）  先ほどのご説明をいたしました保健事業団への委託

料の減額の金額の関係ですけども、今回補正いたしますのは、保健事業団に払う委託

料の部分ですので、当初予定をしておった金額そのまま、委託料のそのものには医療

機関とかその他の大物がありますので、元の予算は大きいですけども、この保健事業

団に掛かる部分については今回全額落としております。以上でございます。  

〔「了解。」と呼ぶものあり）  

○議長（鹿島 功君） 他に質疑ありませんか。  

○議員（９番 秋田美喜雄君） 議長、９番。 

○議長（鹿島 功君） ９番、秋田美喜雄君。  

○議員（９番  秋田美喜雄君）  いろいろ質問が出ておりますんですけれど、ちょっ

とチャレンジプランの件について１点だけ伺いたいと思います。と、いいますのは、

これ本当にありがたいなと思うのは、若い人が５、６ヘクのブロッコリーをするとい

うことで、チャレンジプランにという申請が出たようなお話を聞きました。その中で

今課長の答弁で新規だということでした。で、よそさまの営農を心配するわけではな

いですけど、今度５ヘクもされる、で、トラクター１台で果たしてできるのか、そう

であるならばやっぱり新規就農という手だてもあるんじゃないかな、その辺行政とし

て相談にのったりいろいろされてはいるんであろうと思いますけど、その辺どうだっ

たかなと思ってちょっとお伺いいたします。  

○議長（鹿島 功君） 町長。 
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○町長（山口隆之君）  議長。秋田議員さんの質問には担当課長から答弁させていた

だきます。 

○議長（鹿島 功君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（池本義親君）  議長。今回のチャレンジプラン１件の対象者につき

ましては、新規就農２０代の方でありますけれど、新規就農の際に普及所の方に相談

に行っておられます。そちらの方から町の方へ一緒に来られるという形になっていま

す。で今回トラクターを購入いたしますが、既にもともと農家の方ですのでサラリー

マンを退職されて今仕事されますけども、既に所有しておられるトラクターもありま

す。で、今回新しく１台を購入されますし、また該当者の方のお父さんにつきまして

も、会社を退職されまして５０代ですけれど、二人で行われるといった体制、更には

奥さんもおられますので、三人が農業に携われるといったことで新しくトラクターを

新規に１台購入といった内容でございます。  

○議員（９番 秋田美喜雄君） 議長、９番。 

○議長（鹿島 功君） ９番、秋田美喜雄君。  

○議員（９番  秋田美喜雄君）  今の答弁、確かにあれでしょうけど、でもトラクタ

ー１台で本当に５、６ヘクできるかな、後から次々と機械もいるんじゃないかな。で

普及所から相談に来られたという話なんですけど、やっぱり行政としてもその辺もう

ちょっと突っ込んだ話というものはできなかったのかなと思うんですけど、いかがな

もんでしょうか。 

○議長（鹿島 功君） 答弁。農林水産課長。  

○農林水産課長（池本義親君）  先ほど申し上げましたように、既にトラクター１台

あります。で、新規に買われます。それとあと施設のトラクター格納するところです

ね、も中に入っていますし、新規就農……ですんで元々農家の方です。ですんで元々

農機具もありますし、トラクターも持っておられて、新しく今度は付近の遊休農地を

借りられる、規模拡大をされるといったことになります。でそういったところにある

１台では不足するということで新たにチャレンジをして１台購入されるということに

なります。で、設備投資の関係になりますと、チャレンジプランの審査会の中でも当

然論議になります。経営計画も当然ついて回りますので、設備投資が大きくなればそ

れだけの純益がないだろうといったこともありますので、今回の分についてはトラク

ター１台、それから設備の改修ということが認められたといった内容であります。   

○議長（鹿島 功君） 他にありませんか。       

〔「なし」と呼ぶものあり 〕 

○議長（鹿島  功君）  なしと認めます。これから討論を行いします。討論はありま

せんか。 

〔「なし」の呼ぶものあり 〕 
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○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

２７号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１２７号は原案のとおり可

決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第２６  議案第 １２８号   

○議長（鹿島 功君） 日程第２６、議案第１２８号 平成２０年度大山町住宅新築資

金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり  〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」の呼ぶものあり  〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

２８号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１２８号は原案のとおり可

決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第２７  議案第１２９号   

○議長（鹿島 功君） 日程第２７、議案第１２９号 平成２０年度大山町国民健康保

険特別会計補正予算（第 3 号）についてを議題とします。  

これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

２９号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１２９号は原案のとおり可



 127 

決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第２８ 議案第１３０号  

○議長（鹿島 功君） 日程第２８、議案第１３０号 平成２０年度大山町国民健康保

険診療所特別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。  

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

３０号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１３０号は、原案のとおり

可決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第２９ 議案第１３１号  

○議長（鹿島 功君） 日程第２９、議案第１３１号 平成２０年度大山町老人保健特

別会計補正予算（第３号）についてを議題とします。  

これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

３１号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１３１号は、原案のとおり

可決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第３０ 議案第１３２号  

○議長（鹿島 功君） 日程第３０、議案第１３２号 平成２０年度大山町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。  
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これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

３２号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１３２号は、原案のとおり

可決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第３１  議案第１３３号  

○議長（鹿島 功君） 日程第３１、議案第１３３号 平成２０年度大山町公共下水道

事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。  

これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

３３号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１３３号は、原案のとおり

可決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第３２  議案第１３４号  

○議長（鹿島 功君） 日程第３２、議案第１３４号 平成２０年度大山町情報通信事

業特別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。  

これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  
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○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

３４号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１３４号は、原案のとおり

可決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第３３  議案第１３５号  

○議長（鹿島 功君） 日程第３３、議案第１３５号 平成２０年度大山町索道事業会

計補正予算（第２号）についてを議題とします。  

これから質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第１

３５号を採決します。  

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、議案第１３５号は、原案のとおり

可決されました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第３４  議案第１３６号  

○議長（鹿島  功君）  日程第３４、議案第１３６号 大山町議会の議員の報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はあ

りませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・──────────────── 

日程第３５ 議案第１３７号 

○議長（鹿島  功君）  日程第３５、議案第１３７号 御来屋漁港区域内における公

有水面の埋立についての質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」の呼ぶものあり〕  

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

────────────────・───・────────────────      
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散会報告 

○議長（鹿島  功君）  以上で、本日の日程は全部終了しました。次会は１８日に会

議を開きますので、午前９時３０分までに本議場に集合してください。本日はこれで

散会いたします。ご苦労さんでした。   

────────────────・───・────────────────      

午後３時５５分 散会 

                                             


